
2026年度 大阪市予算への政策・制度予算要請項目 

 

◆ 2026年度大阪市への政策・制度予算要請（項目一覧） 

１．雇用・労働・ジェンダー平等施策 

(1)雇用対策の充実・強化について （★） 

 ①公・労・使による総合的な雇用・労働対策の協議について 

②人材の確保とマッチング機能の強化について 

(2)就労支援施策の強化について  
 

 
①地域就労支援事業の強化について 

②障がい者雇用の支援強化について 

③外国人労働者が安心して働くための環境整備 
 ④働く者に配慮した受動喫煙防止対策の強化 新 

(3)ジェンダー平等社会の実現に向けて 
独  ①「大阪市きらめき計画」の周知・広報について 

 ②女性活躍・両立支援関連法の推進について 
 

 ③ジェンダー平等の観点からの少子化対策について 新・独 

 ④女性の人権尊重と被害への適切な対応について 

⑤多様な価値観を認め合う社会の構築に向けて 

(4)労働法制の周知・徹底と労働相談体制の強化について 
 (5)治療・介護と仕事の両立に向けて  

 

２．経済・産業・中小企業施策   

 (1)中小企業・地場産業の支援について  

  ①中小・地場企業への融資制度の拡充について 独 
  ②事業継続計画（BCP）策定率の向上にむけて 
  ③商店街の活性化に向けた施策のさらなる拡充について 独 

 (2)取引の適正化の実現に向けて （★） 
 (3)公契約における取引の適正化の実現に向けて (★) 
 (4)公契約条例の制定について 

 

 

３．福祉・医療・子育て支援施策 

(1)地域に根ざした生活困窮者支援体制の強化に向けて 
 ①生活困窮者自立支援制度のさらなる改善について  

 ②住宅セーフティネット法の周知徹底について 新 

 ③住宅確保要配慮者の実態把握の推進について 新 

 ④「ホームレス特別措置法」の施行期間の延長と隠れホームレスの環境改善

について 
新 

(2)予防医療及び健康づくりのさらなる推進について 
  ①がんの早期発見・早期治療を推進する検診体制の強化について  



  ②口腔保健事業の周知徹底について 新 

 (3)医療提供体制の整備に向けて （★） 
 ①地域保健・医療の充実について 独 

  ②健康で暮す地域社会の実現について 独 

  ③市民病院の地域拠点病院としての安定的な運営について 独 

  ④休日急病診療所の充実と増設、診療時間の拡大について 独 
 (4)介護サービスの提供体制の充実に向けて （★） 
  ①地域包括ケアの推進について 
  ②介護職員等の処遇改善に向けて 

 

 ③ハラスメントの防止対策について  

  ④介護サービスの安定的な提供に向けて  

  ⑤認知症対策について 新 

  ⑥認知症に関する条例制定に向けて 新 

  ⑦介護保険料の負担軽減について 新・独 

 (5)子ども・子育て施策の着実な実施に向けて （★） 
  ①保育士等の確保と処遇改善に向けて 
  ②保留児童・隠れ待機児童の解消に向けて 
  ③地域子ども・子育て支援事業の充実に向けて 
  ④子どもの貧困対策と居場所支援について 
  ⑤子どもの虐待防止対策について  

  ⑥ヤングケアラーへの対策について  

  ⑦児童いきいき放課後事業について 独 
 (6)社会のセーフティネットの再構築について 独 

 

４．教育・人権・行財政改革施策   

 (1)教職員の長時間労働是正と人材確保について （★） 
 (2)子どものゆたかな学びを保障する教育環境整備について （★） 

 (3)すべての子どもたちに教育を保障すること 独 

 (4)子どもたちの学習環境整備について  

独 

新・独 

独 

新・独 

 

 

①中心区を中心とした児童数の急増への対応について 

②災害時における校舎利用の課題について 

③学校給食の充実について 

④いわゆる「モンスターペアレント」対策について 

 

 

 

 (5)学校の統廃合について  独 

 (6)奨学金制度の改善について （★） 

 (7)労働教育のカリキュラム化について （★） 

 (8)人権侵害等（差別的言動の解消）に関する取り組み強化について 

 (9)行政におけるデジタル化の推進について  

 (10)マイナンバー制度の定着と活用について  



 (11)市民の政治参加への意識向上にむけて  

 (12)大阪市の財政状況と今後の税収見込みについて 独 

 (13)区行政の充実について  独 

 

５．環境・食料・消費者施策   

 (1)食品ロス削減対策の効果的な推進に向けて （★） 
 (2)フードバンク活動の課題解決と普及促進について 
 (3)消費者教育の展開について（カスタマーハラスメント対策） 

 (4)消費者教育の展開について（若年層対策・公共交通対策） 新 
 (5)特殊詐欺被害の未然防止の対策強化について 
 (6)「2050年ゼロカーボンおおさか」に向けた取り組みについて 
 (7)再生可能エネルギーの導入促進について  

 (8)害鳥獣（カラス・ネズミ等）対策の充実について 独 

 

６．社会インフラ（住宅・交通・情報・防災）施策 
 (1)交通バリアフリーの整備促進について  

 (2)安全対策の向上に向けて   

 (3)運輸事業の交通安全対策・環境対策等について 
 (4)自転車等の法令遵守・交通マナーの向上について 
 (5)子どもの安心・安全の確保について  

 (6)防災・減災対策の充実・徹底について （★） 
 (7)地震発生時における初期初動体制について  

 (8)集中豪雨等風水害の被害防止対策について （★） 
  ①災害危険箇所の見直しについて  

  ②防災意識向上について   

 (9)交通弱者の支援強化に向けて   

 (10)安全安心な上下水道の供給実現に向けて  

 (11)空き家対策の推進 新 

 (12)公衆喫煙所の整備の強化 新 

(13)魅力ある「まちづくり」の進展について 独 

(14)鉄道立体交差事業の推進について 独 

(15)大阪・関西万博終了後のレガシー活用と地域経済・まちづくりについて 新・独 

(16)都市の緑化と街路樹の計画的な管理について 独 

(17)市立斎場の安定的な運営について 独 

 

＜凡例＞ （★）⇒ 連合大阪重点要請項目 

      独 ⇒ 大阪市地域協議会独自要請項目 

      新 ⇒ 新規要請項目 
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重点 

番号 １.（１）① 

項目 

 

2024 年・2025 年と 2 年連続で「大阪政労使の意見交換会」が開催されたが、大阪市

においても公・労・使の枠組みで、総合的な意見交換を行う機会を設けること。その際に

は、賃上げの他に、雇用政策などについて具体的な課題や対応策の協議を深めるこ

と。また、滋賀県や和歌山県、兵庫県などで行われた三者による共同メッセージや共同

宣言など、社会的波及効果の高い取り組みを実施すること。 

 

（回答） 

 労働施策につきましては、国及び府の所管となっており、本市としては大阪労働局、大阪府

（大阪働き方改革推進会議、地域労働ネットワークなど）に参画しております。 

 また、労働施策に関わり各種制度、事業について広く市民などへ周知啓発を進めております 

 

担当 市民局 ダイバーシティ推進室 雇用女性活躍推進課 

 

重点 

番号 １.（１）② 

項目 

 

製造・運輸・建設業界やインバウンド対応業種、医療・福祉の現場も含め、様々な業界

で人手不足が深刻化している。各業界での人材確保につながるよう、企業と求職者のマ

ッチング機能強化と併せ、当事者意見をふまえた定着支援の取り組みも早急に強化・推

進すること。 

また、中・長期的視点として、少子化に伴う人手不足はますます深刻化することが予想

されることから、包括的な労働人口の確保に向けた対策が必要であり、大阪市としても、

国や府に対し、必要な対応を行うよう求めること。 

 

（回答） 

本市では、就労相談窓口として「しごと情報ひろば」（市内 4 か所）・「地域就労支援センター」

（市内 1か所）を設け、職業相談・職業紹介・各種セミナー・合同企業説明会等を行っています。 

また、就職・就労に向けたマッチングに取り組むだけでなく、新たな雇用需要を発掘するため

に、求人開拓にも取り組んでいるところです。 

 

担当 市民局 ダイバーシティ推進室 雇用女性活躍推進課 

 

新規 

番号 １.（２）④ 

項目  
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受動喫煙防止のために、喫煙所の設置だけではなく、喫煙・禁煙表示等への補助、

啓発にかかる費用について予算等を確保すること。 

また、2020年 4月１日に施行された「健康増進法の一部を改正する法律」が適正に運

用されているかなどの実態把握を行い、状況に応じて必要な施策を検討・実施すること。 

 

（回答） 

【喫煙・禁煙表示等への補助、啓発にかかる費用について予算等を確保すること】 

本市では、健康増進法、大阪府受動喫煙防止条例に基づき、「望まない受動喫煙」の防止を

図るため、HP の他、各区の健康イベントや地域と連携して行っている清掃活動等といった機会

を活用して周知啓発を行っております。 

また、飲食店の管理権限者に対し、営業許可証の更新時（6年ごと）に行っている講習会の場

に伺って標識掲示の方法の説明を行い、希望者に対しては禁煙標識の配付を行っておりま

す。 

周知啓発で使用する、ポスターやリーフレット等といった啓発資材、モバイルクリーナーや缶

バッジ等といった啓発物品及び講習会で配付する禁煙標識の作成に要する費用は、毎年、予

算要求を行っており、2026年度以降も、引き続き確保するべく予算要求は行ってまいります。 

 なお、喫煙専用室の設置に関する補助金制度（既存特定飲食提供施設のみ対象）は、厚生

労働省（大阪労働局労働基準部健康課）にて行っており、案内は本市 HPでも行っております。 

【健康増進法の一部を改正する法律が適正に運用されているかといった実態把握を行い、状

況に応じて必要な施策を検討・実施すること】 

 本市では、受動喫煙防止対策にかかる通報、相談、お問い合わせを電話、オンライン、ＦＡＸ

で受け付けており、通報があった施設に対しては、電話指導を行っておりますが、通報が複数

回にわたる施設に対しては、機会を設けて現地指導を行うなどの対策を行っております。 

 また、健康増進法の改正から 5 年が経過し、国においても施行状況の検討を行うための専門

家会議が設置されたことから、その動向を注視してまいります。 

 引き続き、本市の健康増進計画「すこやか大阪 21」の基本理念である、「全ての市民がすこや

かで心豊かに生活できる活力あるまち・健康都市大阪の実現」に向けて取り組んでまいります。 

 

担当 健康局 健康推進部 健康づくり課 

 

独自 

番号 １.（３）① 

項目 

 

2026 年 3 月に策定される予定の「大阪市男女共同参画基本計画～第 4 次大阪市男

女きらめき計画～」について、盛り込まれる各種施策が着実に実施されるよう、関係部門

が連携した取り組みを行うこと。 

大阪市民に対し、計画をアピールするためリーフレットやホームページでの周知ととも

に、毎年 6 月の「男女雇用機会均等月間」などで引き続き SNS を活用したプッシュ型の

情報発信を行い、男女共同参画社会実現に向けた方針の理解促進に努めること。 
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（回答） 

「新たな男女共同参画基本計画～第 4 次大阪市男女きらめき計画～」においては、3 つの施

策分野にわたる広範な取組を着実に推進し成果をあげていくために、計画の推進体制として、

庁内に設置した大阪市男女共同参画推進本部を活用した関係部局との連携、大阪市男女共

同参画審議会からの意見の反映、関係機関・団体との連携強化、地域の男女共同参画施策の

推進拠点である男女共同参画センターの活用を掲げているところです。 

本計画については、策定後、大阪市ホームページに掲載します。また、男女共同参画の意義

を市民に理解していただくため、リーフレット等の広報媒体による普及啓発とともに、Web サイト

や SＮS等をはじめ、時勢に即したより効果的な手法を活用し、市民に届きやすい情報発信に取

り組んでまいります。 

また、現在行っている男女共同参画施策に関しては、対象や時勢に応じ、チラシやポスター、

ホームページとともに、SNS を活用した男女共同参画に関する啓発や理解を深める情報発信も

行っているところです。「男女共同参画週間（毎年 6月 23 日から 6月 29 日）」や「女性に対す

る暴力をなくす運動（毎年 11 月 12 日から 11 月 25 日）」など全国的に実施される取組期間

には、特に集中的な啓発を行い、街頭啓発やパネル展示・動画放映等を活用した市民の方へ

の直接的な訴求にも注力しています。引き続き、様々な手段により情報発信して、市民に広く

啓発してまいります。 

 

担当 市民局 ダイバーシティ推進室 男女共同参画課 

 

新規・独自 

番号 １．（３）③ 

項目 

 

近年、少子化は全国的な課題として深刻化しており、大阪市においても出生数の減

少と人口構造の偏りが進行している。 

そうした課題の解決のためには、単に出生数を増やす施策にとどまらず、誰もが性別

にかかわらず安心して働き、生活し、子どもを持つかどうかを自由に選択できる社会の実

現が必要である。 

そのため、ジェンダー平等の視点を中心に据えた包括的な少子化対策施策の実施を

要請する。 

 

（回答 1） 

・少子化対策及びジェンダー平等の推進は、本市の持続的な発展において極めて重要な課題

であると認識している。 

・本市では「大阪市未来都市創生総合戦略」を策定し、全庁横断的に施策を推進している。 

・同戦略の基本目標①では、「未来を担う人材を育成するとともに誰もが活躍できる社会をつく

る」を掲げ、「未来の大阪を担う子どもを安心して生み育てられる社会の実現」や「若者・女

性・外国人等誰もが活躍できる社会の実現」に向け、関係各局が各種施策に取り組んでいる 

・少子化の背景には多様な要因があるが、国（社会保障・人口問題研究所）の調査では、「子育
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て・教育にお金がかかる」といった経済的負担が大きな要因の１つとして挙げられており、また

2023 年 12 月に策定した「こども未来戦略」においても、若者・子育て世代の所得を伸ばさな

い限り、少子化を反転できない」との見解が示されている。 

・こうした状況を踏まえ、本市における少子化対策としては、出産から子育て及び教育環境の充

実を図るなど、日本一の子育て・教育サービスの実現に向けた取組を推進している。 

・引き続き、関係局が連携し、総合戦略や各個別計画のもと、ジェンダー平等の視点も持ち

ながら、出生数の減少抑制につながる施策を推進していく 

 

担当 政策企画室 企画部 政策調査担当 

（回答 2）※下線部について回答 

2025 年度 3 月に策定しました「大阪市こども計画」は、次代の大阪を担うすべてのこども・若

者が、心身の状況、置かれている環境等にかかわらず、ひとしくその権利の擁護が図られ、安

全で安心な環境の中で、生きる力をはぐくみながらともに育ち合い、個性や創造性を発揮し、い

きいきと自立できる社会、こどもを生み、育てることに安心と喜びを感じることのできる社会を、市

民、団体、企業等と協働し、社会全体で実現することにより、誰一人取り残すことなく、すべての

こども・若者が身体的・精神的・社会的に将来にわたって幸せな状態（ウェルビーイング）で生活

を送ることができる「こどもまんなか社会」の実現につなげていくことを基本理念としております。 

本計画では、待機児童を含む利用保留児童の解消のほか、誰もが安心して子育てできる取

組の充実、仕事と子育てを共に選択できる仕組みの充実等を重点施策として位置付け、こども

若者や子育て当事者を対象とした包括的な視野から総合的な支援施策を推進してまいります。 

 

担当 こども青少年局 企画部 企画課 

 

独自 

番号 ２.（１）① 

項目 

 

大阪市については、中小企業の割合が大きく、昨今の物価高騰の影響を強く受けて

いる。中小・地場企業の経営実態を見極め、中長期にわたる安定的な融資・保証制度を

充実させること。さらに、給付型の支援や融資枠を拡大などについても検討をおこない、

予算措置を国や府に求めること。 

また、中小企業の人材確保・人材育成支援や DX 導入支援など、行政の支援策の周

知をはかり、取り組み件数を増やすこと。DX セミナーや人材育成支援プログラムなどを、

より多くの中小企業に届けるために、関係先との広報・連携体制を強化すること。 

 

（回答） 

本市では、市内中小企業者の資金調達の円滑化を図るとともに、その振興、発展を支援する

ため、中小企業者が必要とする事業資金を大阪信用保証協会の保証を付けて融資する制度融

資を実施しています。 

具体的には、経営環境の変化等により売り上げが減少している市内の小規模企業者を対象
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とした「経営支援特別融資」や、設備投資を行うことで経営基盤の強化を図ろうとする市内中小

企業者を対象とした「設備投資応援融資」を実施しており、貸出金利を低く抑えることで利用者

の負担軽減を図っております。 

そのほか、国が発動したセーフティネット保証に対応し、大阪府制度融資への申し込みが可

能となる認定業務を行うなど、市内中小企業者の資金繰りの支援に取り組んでいます。 

また、中小企業の人材確保・人材育成支援や DX・デジタルデバイスの導入支援につきまし

ては、大阪産業創造館において経営相談室を設置し、専門家によるコンサルティング等を実施

しています。具体的には、セミナー等を開催することで中小企業への積極的な情報提供等に努

めるとともに、各分野に対する関心・意欲を喚起し、豊富なノウハウを有する専門家による相談

対応等につなげ、各社の実状に応じた支援を行うことで、中小企業における課題解決を推進し

ています。 

今後とも、市内中小企業の実情やニーズを把握し、関係機関等との連携のもと中小企業者

の資金調達の円滑化や、支援内容の周知広報に努めるとともに、引続き国に対して必要な支

援策や予算措置を求めてまいります。 

 

担当 
経済戦略局 産業振興部 企業支援課（企業支援担当） 

経済戦略局 産業振興部 企業支援課（資金支援担当） 

 

独自 

番号 ２.（１）③ 

項目 

 

様々な施策により商店街の活性化に向けた取り組みが行われているが、これらの施策

が実効あるものとなるよう、当事者のみならず、周辺住民をはじめとした多様なステークホ

ルダーによる連携・協働によって、地域活性化につながる魅力ある「商店街」づくりに向

けて、さらなる施策の拡充を行うこと。 

とりわけ「空き店舗を活用した商店街再生事業」については、その効果を検証するとと

もに、実施した商店街へのフォローアップを行うとともに、市域全域で転嫁できるように施

策の拡大を行うこと。 

 

（回答） 

本市ではこれまで、商店街の集客力、販売力向上や、課題解決の支援を行う「あきない伝道

師による商店街強化事業」、商店街での消費意欲を喚起し、にぎわいを創出するため、キャン

ペーン期間を設け、市内各地の商店街で多様なイベントを展開する「商店街にぎわいキャンペ

ーン事業」などを実施しています。 

「空き店舗を活用した商店街再生事業」については、2023年度から大阪市商店会総連盟と大

阪商工会議所と連携して実施しておりますが、事業の効果検証や実施した商店街へのフォロー

アップを行うことで、自律的な商店街の再生・活性化に向けて、さらに取組を進めてまいります。

また、実施した商店街にとどまらず、周辺エリアや市域全体にも事業効果が波及するよう、引き

続き尽力してまいります。（2025年 11月 30日現在） 



6 
 

担当 経済戦略局 産業振興部 産業振興課（商業担当） 

 

重点 

番号 ２.（２） 

項目 

 

フリーランスを含めたすべての働く者の雇用と生活を守るために、取引の適正化・価

格転嫁の円滑化を実現するため、「パートナーシップ構築宣言」並びに「労務費の適切

な転嫁のための価格交渉に関する指針」への取り組みをさらに推進・拡大するための働

きかけを行うこと。 

特に、中小企業に対しては、制度の意義や活用方法をわかりやすく伝えるセミナーや

相談窓口の設置、成功事例の共有などを通じて、実効性のある支援を強化すること。 

また、大手企業に対しても、下請企業との公正な取引慣行の確立に向けて、「パート

ナーシップ構築宣言」への参加を促すとともに、価格交渉における透明性と対等性を確

保するよう指導を強化すること。特に、優越的地位を利用した買いたたきや一方的な契

約変更といった不公正な取引慣行が依然として残っている現状を踏まえ、実態把握と是

正に向けた監視体制の強化を図ること。 

 

（回答 1） 

本市では、国による中小受託取引適正化の要請を踏まえ、委託事業者を対象に中小受託事

業者との取引適正化の呼びかけを行っています。  

「パートナーシップ構築宣言」につきましても、本取組の中で啓発を行ってまいりたいと考えて

おります。 

今後も、関係機関との連携や情報交換等に努めてまいります。 

 

担当 経済戦略局 産業振興部 企業支援課（企業支援担当） 

（回答 2） 

本市では、労務費の適切な転嫁に関しては、「労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関

する指針」の趣旨も踏まえ、最近の労働市場の実勢価格を適切・迅速に反映するため、国から

の要請の都度、公共工事設計労務単価等について新たな単価に基づく請負代金額に変更す

る措置をホームページ等で公表しているほか、工事請負契約書へのインフレスライド条項の明

記などに取り組んでいるところです。 

このほか、下請負人保護に関する法令を含む関係法令の遵守を求める周知文書や、府内事

業者に係る労働関係法令が網羅された大阪府作成のパンフレットについて、電子調達システム

や入札参加資格承認メールへ掲載し、落札者に配付する等の対応を行うことで、事業者への

周知徹底に努めています。 

また、中小企業等の企業間取引上の相談等を受け付けるために、中小企業庁が設置している

「下請かけこみ寺」において、新たに各地方公共団体における相談窓口を紹介する取組が実

施され、本市契約に関する相談があった場合には、当部署が相談窓口の役割を担っており、

「下請かけこみ寺」を通じて紹介された中小企業等からの相談について、適切に対応を行って
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まいります。 

 

担当 契約管財局 契約部 制度課（契約制度グループ） 

 

重点 

番号 ２.（３） 

項目 

 

大阪市が民間企業に発注を行う際、下請法や「労務費の適切な転嫁のための価格交

渉に関する指針」などに準拠・遵守し、「パートナーシップ構築宣言」を踏まえた取引を行

うこと。 

特に業務委託については、受注者が適正な利益を確保できる制度運用とすること。 

また、情報サービスやソフトウェア発注取引においても、労務費の適切な転嫁のため

の価格交渉に関する指針に準拠・遵守すること。特に、IT・デジタル分野では人材不足

が深刻化しており、適正な労務費の確保が困難な状況が続いている。市としても発注仕

様の見直しや予算措置の柔軟化を進めること。 

加えて、少なくとも、入札参加事業者が労働基準法違反により是正勧告を受けた場合

や、労働組合法に基づく不当労働行為救済命令を受けた場合には、一定期間入札から

排除するなどの措置を講じることを明記し、公契約における労働者保護の実効性を高め

ること。 

 

（回答） 

本市では、労務費の適切な転嫁に関し、「労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する

指針」の趣旨も踏まえ、最近の労働市場の実勢価格を適切・迅速に反映するため、国からの要

請の都度、公共工事設計労務単価等について新たな単価に基づく請負代金額に変更する措

置をホームページ等で公表しているほか、工事請負契約書へのインフレスライド条項の明記な

どに取り組んでいるところです。引き続き、国や他の自治体の状況も注視しながら、同指針に沿

った方策を検討してまいります。 

このほか、下請負人保護に関する法令を含む関係法令の遵守を求める周知文書や、府内事

業者に係る労働関係法令が網羅された大阪府作成のパンフレットについて、電子調達システム

や入札参加資格承認メールへ掲載し、落札者にも配付する等の対応を行うことで、事業者への

周知徹底に努めています。 

また、中小企業等の企業間取引上の相談等を受け付けるために、中小企業庁が設置してい

る「下請かけこみ寺」において、新たに各地方公共団体における相談窓口を紹介する取組が実

施され、本市契約に関する相談があった場合には、当部署が相談窓口の役割を担っており、

「下請かけこみ寺」を通じて紹介された中小企業等からの相談について、適切に対応を行って

まいります。 

本市が発注する業務委託契約においては、価格以外の要素を考慮しつつ、最も有利な相手

方を落札者とする総合評価一般競争入札制度を一部導入しており、評価項目として「賃金・労

働条件の向上に関する取組」を含めることで、従事する労働者の適正な労働条件を確保するこ
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とに努めるなど、下請負人へのしわ寄せや労働者の労働条件低下につながりやすいダンピン

グ受注の防止や品質確保にも取り組んでいます。2020 年度公告案件からは、この間の段階的

な最低賃金引上げを踏まえ、より賃金・労働条件の向上に資することができるよう、評価基準等

の見直しも行っています。 

また、2017年度に、大阪労働局労働基準部と「最低賃金に係る情報の提供に関する協定」を

締結し、本市が発注する業務委託契約等において雇用される労働者への賃金が大阪府最低

賃金未満で支払われているおそれがある等の情報を入手した場合に、大阪労働局へ情報提

供する仕組みを制度化しています。2021年 3月には同協定の内容を拡充し、低入札価格調査

制度を適用する入札において、調査基準価格を下回る入札者に対して低入札価格調査を行っ

た上、業務委託契約を締結した場合、契約事項について大阪労働局へ情報提供するよう定

め、本市が発注する業務委託契約等における労働者の最低賃金の履行確保の推進に取り組

んでいます。このほか、契約相手方より労働関係法令を遵守する旨の誓約書を徴取することと

しており、より適正な賃金・労働条件の確保に取り組んでいるところです。 

入札参加事業者が業務に関し、各種法令に違反し監督官庁から処分を受け、又は法令に基

づき商号等を公表され、契約の相手方として不適当であると認められるときは、大阪市競争入

札参加停止措置要綱の規定に基づき停止措置を行い、措置期間が満了するまでの間は入札

に参加させないものとしています。 

 

担当 契約管財局 契約部 制度課（契約制度グループ） 

 

新規 

番号 ３.（１）② 

項目 

 

2025年 10月に施行予定の「改正住宅セーフティネット法」について広く周知すること。 

生活基盤である住居を確保するため、賃貸住宅登録制度の周知や、登録住宅の改修・

入居者への経済的支援、要配慮者に対する居住支援などの市民への周知に加え、市

営住宅の積極的な利活用などについても検討すること。 

 

（回答） 

本市は、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律（住宅セーフティ

ネット法）に基づき、生活困窮者を含む住宅確保要配慮者の入居を拒まない民間賃貸住宅（セ

ーフティネット住宅）の登録を行っており、大阪あんぜん・あんしん賃貸住宅登録制度に基づき

登録された「あんしん賃貸住宅」とともに、制度の周知及び検索方法についての情報提供を行

っています。また、登録住宅の改修に対する国の経済的支援制度についても情報提供を行っ

ております。なお、「改正住宅セーフティネット法」の内容については、関係局と連携して周知に

努めております。 

また、公営住宅法に定められている収入や同居親族の有無などの要件を満たす住宅困窮者

に住宅を提供するため、例年 7 月・2 月の定期募集、高齢者や障がい者、ひとり親世帯を対象

とした 5月の福祉目的募集、11月の親子近居等募集、年 2回（4月・9月）の 11回以上の落選
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実績保有者向け募集を行っているほか、緊急に入居すべき事由を有する方に適時に対応する

ため、公営住宅等の空家の一部について随時募集を行っております。 

 

担当 
都市整備局 企画部 安心居住課 

都市整備局 住宅部 管理課 

 

新規 

番号 ３.（１）③ 

項目 

 

住宅喪失リスクや住まいに困難を抱える人々の実態調査（住居確保要配慮者調査）を

定期的に実施し、相談支援体制を整備するなど、支援の対象となる当事者や支援現場

の声を施策に反映させるしくみを構築すること。 

 

（回答） 

本市では、福祉部局と住宅部局が連携し、住宅確保要配慮者への居住支援を総合的かつ

効率的に推進することを目的として、2017年 10月に「大阪市住宅セーフティネット連絡会議」を

設置し、各局が実施している居住支援の取組について情報共有や課題の整理等を行っており

ます。現在、本市における居住支援協議会の設置に向けて、福祉局と都市整備局が連携し、

区役所や不動産団体、福祉関係団体等にヒアリングを行い地域レベルでの居住支援体制につ

いて検討しているところです。 

引き続き、地域における居住支援を推進するため、相談や居住支援に携わる区役所窓口担

当者等及び居住支援法人が相互連携を図られるよう取り組んでまいります。 

 

担当 
福祉局 生活福祉部 自立支援課 

都市整備局 企画部 安心居住課 

 

新規 

番号 ３．（１）④ 

項目 

 

「ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法」について継続的な施策実施が可

能となるよう、2027 年の有効期限の延長を、大阪市として国に要請すること。また、同法

の対象者に、ネットカフェ、簡易宿所、寮付き就労先、知人宅などに居住する不安定居

住者層（いわゆる「隠れホームレス」）を含めるよう、制度設計の見直しについても国に要

請すること。 

大阪市として、若年層、女性、DV 被害者、児童養護施設退所者など、支援の網から

漏れやすい層に対しては、アウトリーチや相談体制の強化を通じて、支援につながりや

すい環境の整備を進めること。あわせて、民間支援団体との連携を強化し、障がい者、

子ども、地域福祉など既存の支援会議との連携も図りながら、地域の実情に即した包括

的な支援体制を構築し促進すること。 
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（回答） 

 本市では全国自治体ホームレス対策連絡協議会と連携を行い、ホームレス特別措置法の期

限延長や不安定住居者層に対する制度設計の見直しなどを盛り込んだ「ホームレス自立支援

施策の推進に係る要望書」をとりまとめ、厚生労働省へ要望を行う予定です。 

 また、本市においては、ホームレス状態にある方に対して、相談員が市内を巡回し声掛けを

行い、状況を確認するとともに、福祉的支援を必要とされている方については、区役所の相談

支援窓口等へ同行するなど、医療や福祉サービスに繋げられるよう支援等を行っております。 

 

担当 福祉局 生活福祉部 自立支援課 

 

新規 

番号 ３．（２）② 

項目 

 

ライフステージごとの歯科健診を適切に行うこと。とりわけ高齢者については介護予防

の観点から口腔機能評価を実施し、フレイル予防・誤嚥性肺炎の予防につなげること。 

 

（回答） 

本市では、「全ての市民がすこやかで心豊かに生活できる活力あるまち・健康都市大阪の実

現」を基本理念に、大阪市健康増進計画「すこやか大阪 21（第 3次）」を策定し、区や関係局が

連携して健康づくり施策の推進に取り組んでいます。 

歯・口腔の健康づくりについては、乳幼児期から高齢期までの生涯にわたる口腔機能の維

持・向上を図るため、幼児歯科健診や後期高齢者医療訪問歯科健診等、ライフステージに応じ

た歯科健診を実施しているところです。 

このうち青壮年期に対しては、20 歳から 70 歳までの 5 歳刻みの大阪市民を対象に歯周病

検診を実施しており、必要に応じオーラルフレイル予防にかかる啓発を行うことにより、壮年期

からの歯の喪失を予防し、高齢期まで歯及び口腔の健康保持に努めています。 

高齢者については、大阪府後期高齢者医療広域連合からの委託により実施している「高齢

者の保健事業と介護予防の一体的な実施」の事業の一つとして、後期高齢者医療訪問歯科健

康診査を実施しています。通院での歯科健診受診が困難な在宅後期高齢者医療被保険者に

対し、歯科医師・歯科衛生士が被保険者宅等を訪問して歯科健診を行い、その結果により必

要な方には重症化予防のための口腔保健指導を行っています。 

また、高齢期のフレイル予防として、住民主体の通いの場にて口腔体操（かみかみ百歳体

操）を実施しているグループに対して、リハビリテーション専門職を派遣し、技術的助言・評価測

定等を行う地域リハビリテーション活動支援事業や、閉じこもりがちな高齢者を対象に、体操運

動・口腔機能・認知症の予防等、介護予防に資するプログラムを設けて開催する介護予防教室

（なにわ元気塾）などを実施しています。 

 

担当 
健康局 健康推進部 健康づくり課 

福祉局 生活福祉部 保険年金課 
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福祉局 高齢者施策部 地域包括ケア推進課 

 

重点・独自 

番号 ３．（３）① 

項目 

 

コロナ禍を経て「医療」「健康」への関心が高まっている。そして、大規模な感染症の流

行が発生すれば、その感染症にかかる対策への懸念だけでなく、日常の医療や健康も

脅かされるという事実も明らかになった。 

改めて、自治体の最大の使命といえる、住民の安全と安心を守るために、新興感染症

のまん延時を想定した医療・保健福祉の提供体制を着実に構築すること。 

 

（回答）※下線部について回答 

新興・再興感染症の発生やまん延等に備え、2022年 12月に改正された「感染症の予防及び

感染症の患者に対する医療に関する法律」に基づき、平時から新興感染症への備えを進めると

ともに、有事には感染フェーズに応じて機動的に対応できるよう、2024年 3月に「大阪市感染症

予防計画」を策定したところです。 

検査体制及び人材養成、保健所の体制整備等の数値目標を設定するなど、感染症危機等

への対応可能な保健所体制等を構築し、感染症の発生及びまん延の防止に向けた取組みを

進めるとともに、大阪府などの関係機関と引き続き連携してまいります。 

 

担当 健康局 大阪市保健所 感染症対策課 

 

重点・独自 

番号 ３．（３）② 

項目 

 

EXPO2025 のテーマが「いのち輝く未来社会のデザイン」であったことをふまえ、万博

のレガシーとして、改めて地域保健の実施体制を充実させ、医療・保健・福祉の連携に

より健康寿命の延伸が図られなくてはならない。 

大阪市として健康寿命を延ばすことをめざし、保健所、24 区の保健福祉センターの体

制充実・整備を行い、医療も含めた連携強化を進めること。 

 

（回答）※下線部について回答 

本市では、2000 年度から１保健所 24 保健センター、2003 年度からは１保健所 24 保健福祉

センターとする地域保健体制のもと、広域的・専門的・技術的支援は保健所、市民に身近な保

健サービスの提供は各区保健福祉センターが担い、機能分担、相互連携により保健衛生事業

を総合的・効果的に実施しております。 

 今後も保健所と各区保健福祉センターとの役割分担と相互連携のもと、本市公衆衛生施策の

充実に努めてまいります。 
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担当 
健康局 健康推進部 健康施策課 

健康局 大阪市保健所 管理課 

 

重点・独自 

番号 ３．（３）③ 

項目 

 

市民病院が、地域医療拠点として安定的に運営できるよう、必要な人員配置や予算

措置を講じること。 

具体的には、大阪市民病院機構が掲げる「大阪市の中核病院として、地域医療機関

との適切な役割分担のもとに連携を強化」「継続して良質な医療を提供できるよう、健全

な経営基盤の確立に努める」などの基本方針が達成できるよう、大阪市から十分な運営

交付金を交付すること。 

 

（回答） 

市民病院機構においては、地域医療支援病院である総合医療センターをはじめ、十三市民

病院でも、地域医療機関との紹介・逆紹介を進めるとともに、地域の医療従事者の育成や高度

医療機器の共同利用の促進等、地域医療機関との連携を図りながら、さらに訪問看護施設及

び介護サービス施設などと多施設多職種の連携にも努めているところです。 

また、市民病院が果たすべき医療機能を良質な環境や体制で市民に提供していくために、

持続的運営が可能となる経営基盤の確立が求められることから、効率的・効果的な病院経営を

行うとともに、求められる医療の提供や地域医療機関との連携を強化するなかで新規患者を確

保することにより、経営基盤の強化を図るよう努めております。 

本市としては、市民病院機構が必要な人員を確保し、感染症医療や救急医療等、不採算と

なることが見込まれる政策的な医療に対し確実に対応できるよう、運営費交付金を支出し支援し

ているところです。 

 

担当 健康局 総務部 総務課（病院機構支援グループ） 

 

重点・独自 

番号 ３．（３）④ 

項目 

 

大阪市内には小児科専門の救急病院が少なく、休日夜間になると大阪中央急病診療

所（西区）に、患者が集中している。小児救急はニーズが高く、かつ高度な水準が求めら

れる医療現場である。また、社会的な弱者に「しわ寄せ」が集中する課題でもり、休日急

病診療所の充実と増設などの改善策を講じるべきである。 

大阪市として、独自の改善策と必要な措置を講じること。 

 

（回答） 

休日急病診療所の従事医師は各区域の開業医に依頼しており、小児科医師不足とも相まっ
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て現状以上の医師確保は厳しい状況にあります。 

 本市としても、救急医療の体制維持のために必要な、医師（特に小児科、産科等の分野）をは

じめとする医療従事者の人材確保策の推進について、引き続き国へ要望しているところです。 

 

担当 健康局 健康推進部 健康施策課（保健医療グループ） 

 

重点 

番号 ３．（４）① 

項目 

 

利用者が住み慣れた地域で安心して暮らし、質の高いケアマネジメントや必要なサー

ビスが切れ目なく提供されよう、地域包括支援センターが、それぞれの地域の実情に応

じた柔軟かつ効率的な取り組みが推進されるよう、十分な支援を行うこと。 

また、地域包括支援センターの機能・役割について、住民への周知・広報を強化し、労働者が介護と仕

事を両立できるよう情報・サービスを提供すること。 

 

（回答） 

地域包括支援センターは、高齢者が地域で安心して過ごすことができるよう、高齢者やその

家族、ケアマネジャーからの介護、福祉、保健に関する相談・支援などを行っております。本市

におきましては、よりきめ細かなニーズ把握とそれに対応する高齢者支援のネットワークを構築

するため、委託により概ね高齢者人口 1 万人に 1 か所となるよう地域包括支援センターを設置

し、高齢者人口 6千人ごとに 3人の社会福祉士等の専門職を配置しております。 

地域包括ケアシステムの構築にあたっては、地域包括支援センターが中核機関となり、関係

機関が連携して取り組んでいくことが重要であることから、そのために必要な人員を追加配置す

るなど、地域包括支援センターの体制強化を図るとともに、地域包括支援センター職員を対象と

して、ニーズに応じた研修を実施するなど、質の向上にも努めているところです。 

また、地域包括支援センターでは、在宅で介護している家族介護者及び地域住民の方に対

して、在宅介護に関する情報交換・意見交換を行う機会や、適切な介護知識・技術・各種サー

ビスの利用方法や認知症についての理解を深める機会を提供するなど、当事者組織の育成・

支援を図ることを目的とする家族介護支援事業にも取り組んでおります。 

今後も、地域包括支援センターの役割等については、パンフレットやホームページ等により

広報周知を図るとともに、様々な関係機関と連携し、地域における交流促進のためのボランティ

ア活動など介護保険サービス以外の地域における多様な社会資源を活用できるよう、地域との

連携・協力体制の整備に努めてまいります 

 

担当 福祉局 高齢者施策部 地域包括ケア推進課 

 

重点 

番号 ３．（４）② 
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項目 

 

すべての介護労働者の賃金引き上げに向けて、介護職員等処遇改善加算を算定す

る事業所に対し、処遇改善の方法や改善額の設定根拠等を就業規則などに明記するな

ど、労働者に周知徹底するよう指導すること。 

また、介護職員等処遇改善加算ではなく基本報酬の引き上げを国に働きかけること。 

介護職員等処遇改善加算未取得の事業所に対しては、個別相談も含め、相談・支援体

制を構築し、取得促進をはかること。 

 

（回答） 

介護職員等処遇改善加算につきましては、2024 年度から介護職員のさらなる賃金改善の向

上を図るため、2024年度に 2.5％、2025年度 2.0％のベースアップや事業者の負担軽減につな

がるよう、従来の加算から新しい加算への一本化が行われたところです。 

大阪市としましても、2024 年度報酬改定により基本報酬引下げとなった訪問介護等のサービ

ス事業者に対して、2025年度には処遇改善加算の取得等を促進するため、処遇改善加算取得

促進事業を実施しているところです。 

また、事業所において職員全体への周知が十分に行われていないことが判明した場合に

は、運営指導や苦情相談の場を通じて、事業所へ適切に指導を行っているところです。今後も

事業所に対して、労働者への周知徹底が図られるよう、指導及び助言に努めてまいります。 

なお、人材確保や物価高騰をふまえた介護サービスの安定供給や良質なサービス水準の確

保に必要な財政措置を講じるよう、2025年 6月に国に対して要望を行ったところです。 

 

担当 
福祉局 高齢者施策部 介護保険課（指定・指導グループ） 

福祉局 高齢者施策部 介護保険課（管理グループ） 

 

重点 

番号 ３．（４）③ 

項目 

 

介護労働者の職場環境を改善すべく、利用者や事業主からのハラスメント防止に向

け、事業主に対する啓発・研修活動を強化すること。また、利用する家族も含め周知を行

うなど対策を強化すること。 

 

（回答）※下線部について回答 

介護労働者の職場環境につきましては、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営

に関する基準において、事業者は「職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背

景とした言動であって、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害

されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない」旨が定め

られております。 

なお、運営指導の際には、事業者に対してハラスメント防止への取り組み状況を確認し、指導

を実施しているところです。 

今後も、現場での具体的な防止策の浸透・定着が図られるよう指導するとともに、介護労働者
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が安心して働ける職場環境づくりの助言に努めてまいります。 

 

担当 福祉局 高齢者施策部 介護保険課（指定・指導グループ） 

 

重点 

番号 ３．（４）④ 

項目 

 

2024年度の介護報酬改定により、介護人材の確保と働きやすい職場環境の整備を目

的として、人員配置基準の見直しが行われたことを踏まえ、ケアの質、利用者の安全性

が損なわれることや介護職員へ過度な負担を強いることがないよう、事業者への周知徹

底をはかること。 

 

（回答） 

介護人材の確保と働きやすい職場環境の整備につきましては、2024年度の介護報酬改定に

より、居住系及び施設系サービスにおいて、利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及

び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会の設置が義務付けられました。 

こうした改定事項につきましては、ホームページでの周知に加えて、介護事業者集団指導を

通じて、事業者への周知を行っているところです。 

また、委員会設置の義務化につきましては、本格的な実施までに３年の猶予が設けられてお

りますが、事業者への運営指導の際に設置状況の確認及び指導を実施しています。 

今後も、良質な介護サービスの効率的な提供に向けた働きやすい職場づくりが図られるよう、

引き続き事業者への指導及び助言に努めてまいります。 

 

担当 福祉局 高齢者施策部 介護保険課（指定・指導グループ） 

 

重点・新規 

番号 ３．（４）⑤ 

項目 

 

地域において認知症の人やその家族を支えるために、認知症の予防とケア技術に関

する研究開発・実践や、若年性認知症支援コーディネーターの配置など、認知症対策を

より一層強化すること。併せて、若年性認知症を含む認知症に関する理解促進のため

に、認知症サポーター数の拡大に加えて、子どもや学生への啓発活動についても強化

すること。 

また、若年性認知症の人の就労支援に向けて、企業等への啓発を強化すること。 

 

（回答） 

本市では、認知症の相談窓口である各区認知症強化型地域包括支援センターや認知症疾

患医療センター等が認知症の人の支援に係る研修や事例の共有、連携等を行うことで、認知
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症の人やその家族等に対する支援体制の強化を図っています。 

また、若年性認知症の人の支援については、各区認知症強化型地域包括支援センターに

認知症地域支援推進員を配置し、就労支援等、若年性認知症の人のニーズに応じた支援を

行うほか、2022 年度から若年性認知症支援強化事業を実施し、2023 年度から大阪市若年性

認知症支援コーディネーターを配置して、認知症地域支援推進員をはじめ、若年性認知症支

援に関わる各支援機関に対し、研修や後方支援、若年性認知症の人のいきがいや居場所に

関する社会資源情報の収集及び情報提供等を行っています。 

さらに、大阪府との共同により、企業等の産業医や人事・労務担当者等の産業保健スタッフ

等に対し、若年性認知症の人の特性に配慮した就労の支援のために必要な知識や技術を習

得するための研修を行っています。 

 また、認知症の人に関する理解の増進等に向けて、地域の住民や企業・団体を対象とした認

知症サポーター養成講座の講師役となるキャラバン・メイトを養成しています。 

2025 年度からは、市内の小中学生等の認知症の人に関する理解等を促進するため、大阪

市教育委員会事務局が運営する情報ネットワークである OEN（オーエン）に認知症サポーター

養成講座の情報を登録し、市立学校園が容易に認知症サポーター養成講座の情報を閲覧、

開催申込みをできるようにしています。 

 今後も認知症の人の意思が尊重され、地域で自分らしく暮らし続けることができる社会の実現

をめざして、引き続き取り組んでまいります 

 

担当 福祉局 高齢者施策部 地域包括ケア推進課 

 

重点・新規 

番号 ３．（４）⑥ 

項目 

 

府内の一部の自治体では、認知症に関する施策の推進を目的とした条例が制定され

ている。誰もが認知症に関心を持ち、適切な知識や理解のもとお互いに尊重しながら

「安心して認知症になれる町づくり」をめざし、好事例を共有し、大阪市としても条例制定

について検討すること。 

 

（回答） 

本市では、2018年 2月 13日に開催した「認知症の人やその家族が自らの言葉で語る会議」

において、市長が認知症の人やそのご家族と意見交換し、あらゆる世代や立場の人が協力し

て認知症の人にやさしいまちづくりに取り組むこととした「認知症の人をささえるまち大阪宣言」

に基づいて、認知症の人の意思が尊重され、地域で安心して暮らし続けることができる社会の

実現をめざして、認知症施策を総合的に推進しているところです。 

今後も、共生社会の実現に向けて、2024年 1月に施行された共生社会の実現を推進するた

めの認知症基本法を踏まえつつ、本市における認知症施策推進計画を策定することとしてお

り、認知症の人の視点に立ち、認知症の人やその家族の意見を踏まえながら、認知症施策を

総合的、計画的に推進してまいります。 
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担当 福祉局 高齢者施策部 地域包括ケア推進課 

重点・新規・独自 

番号 ３．（４）⑦ 

項目 

 

大阪市における介護保険料は、全国で最も高い水準にあり、高齢者世帯、とりわけ年

金収入のみで生活している世帯にとって大きな負担となっている。介護サービスの安定

的提供は必要不可欠であるが、一方で、その財源確保のために過度の負担が市民生活

を圧迫してはならない。 

介護保険制度は、高齢者が尊厳を持って生活するための支えであり、過度な負担は

制度への信頼を損なうばかりか、必要なサービスの利用を妨げるものである。 

大阪市は、市民生活の実態を踏まえ、負担軽減策を早急に検討・実施すべきであり、

以下の内容について検討・実施すること。 

・低所得者の負担の軽減 

所得段階区分の緩和、対象者の拡大を行うこと。 

保険料の減免枠の拡充、手続きの簡素化を行うこと。 

・保険料水準の引き下げ 

一般財源からの繰入などにより保険料を抑制すること。 

・介護予防事業を強化し、将来的な給付費抑制を図ること。 

 

（回答） 

市町村民税非課税世帯者及び市町村民税非課税対象者に係る所得区分については、介

護保険施行令に具体的な基準が定められていることから、本市独自で変更することはできない

と考えます。また、所得段階数に関しても、国の標準段階が 13 段階であるのに対し、本市では

より細かく 15段階に設定することにより、基準となる保険料について軽減を図っております。 

また、低所得者の負担の軽減として、国による「公費投入による低所得者保険料軽減」の実

施により、本市においても、保険料段階が第１段階から第４段階の市町村民税非課税世帯の方

を対象として実施しておりますが、この対象者については介護保険法施行令に規定されている

ため、本市独自で対象者を拡大して実施することはできないと考えています。 

介護保険料の軽減につきましては、保険料段階が第１段階から第４段階で、世帯全員が市

町村民税非課税で生活に困窮しておられる方に、公費による保険料軽減強化を行う前の第４

段階保険料の２分の１に相当する額まで軽減する制度を設け、実施しております。 

なお、収入要件の基準額については、社会福祉法人利用者負担軽減制度要件及び他都市

の実施状況等を勘案して設定しております。市町村が条例に基づき保険料の減免を行う場合

は、厚生労働省の指導により｢資産を考慮せず、収入のみに着目して一律に減免することは、

正確な負担能力を個々具体的に判断しないまま減免を行うこととなり、不公平である｣という原

則の主旨を踏まえて実施することになっています。そのため、ご本人と世帯員の収入だけでは

なく、資産・扶養の有無及び保険料の納付状況も含めて適用するかどうかを決定しており、これ

らを確認するために必要な書類の提出をお願いしています。 

介護保険制度は、高齢者の介護を社会全体で支えるために創設された社会保険制度であ
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り、50％の公費負担と 50％の保険料負担により制度設計されており、受益と負担の関係から、

多くの方がサービス利用されれば保険料も上がる仕組みとなっております。 

介護保険料を引き下げるために一般財源を投入することは、健全な介護保険制度の運営と

財政規律の保持の観点から適当ではないと国から見解が示されております。 

また、本市では、これまで介護予防に関する講座や教室の開催、地域の方が主体的に開催

される介護予防のための活動支援等、さまざまな介護予防事業に取り組んできました。 

このような状況の中、今後ますます長寿化が進展し、要介護認定率の上昇が見込まれること

を踏まえ、高齢者がいきいきと暮らし続けられるよう、2025 年 4 月より、「すこやかに、かいご予

防で、いい人生」の頭文字を取った「"すかい"プロジェクト」を開始し、介護予防の更なる推進に

向けて、これまであまり関心がなかった人等に対し、「知る」「始めてみる」「楽しむ」「広げる」の４

つの柱で、介護予防事業の取組みを推進しています。 

 

担当 

福祉局 高齢者施策部 介護保険課（保険給付グループ） 

福祉局 高齢者施策部 介護保険課（管理グループ） 

福祉局 高齢者施策部 地域包括ケア推進課 

 

重点 

番号 ３．（５）① 

項目 

 

支援を要する子どもをはじめ、子どもが心身ともに健やかに成長するため、また、「保

育の質」のさらなる向上のためにも、必要な要員を確保するとともに、労働条件と職場環

境の改善を行うこと。 

併せて 2026 年度から本格実施される「こども誰でも通園制度」に対応するための、職

員配置や職場環境の改善など必要な措置を行うこと。 

 

（回答）※下線部について回答 

公立保育所の保育士における給与については、本市人事委員会からの意見に基づき、民間

保育士の給与水準に加え、取り巻く諸般の状況を考慮して、適用される給料表を作成した経過

があり、以降も、本市人事委員会による民間給与実態調査に基づく勧告を反映した改定を行っ

ています。 

 

担当 総務局 人事部 給与課（給与グループ） 

 

重点 

番号 ３．（５）① 

項目 

 

支援を要する子どもをはじめ、子どもが心身ともに健やかに成長するため、また、「保

育の質」のさらなる向上のためにも、必要な要員を確保するとともに、労働条件と職場環

境の改善を行うこと。 
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併せて 2026 年度から本格実施される「こども誰でも通園制度」に対応するための、職員

配置や職場環境の改善など必要な措置を行うこと。 

 

（回答）※下線部について回答 

公立保育所においては、配慮や支援を要する児童や保護者に対応し、セーフティーネットの

機能の一翼を担うべき保育士について本務職員を計画的に採用し、配置基準を満たすために

必要な保育士はすべて本務職員としてまいりたいと考えております。 

また、潜在保育士をはじめ経験豊富な保育士を採用するため、2021 年度から社会経験者保

育士の試験区分を設け、採用試験を実施しております。 

職場環境改善としては、保育士が行っている所内清掃や玩具等の消毒、除草などの業務軽

減を目的に会計年度任用職員を雇用して、保育士が働きやすい職場環境をつくり、保育の質

の向上に取り組んでいます。 

また、全国的に保育士不足が極めて深刻な中、本市では、大阪市保育士・保育所等支援セ

ンターにおける潜在保育士の復職支援や新卒者の就職促進等に加え、保育士宿舎借り上げ

支援事業等の国の保育人材確保対策事業のほか、本市独自事業である保育士の定着支援事

業や保育士働き方改革推進事業等、各種の保育人材確保対策事業を実施し、必要な保育士

確保に努めております。 

保育の質の確保という点において保育士の配置基準等については重要な項目の一つと考え

ており、今後も保育の安全性を確保しつつ増大する保育ニーズに対応できるよう取り組んでま

いります。 

 なお、保育人材確保のためには保育士全体の処遇改善が重要と考えておりますが、保育

士の処遇改善は全国的な課題であり、また継続的に実施する必要もありますので、国において

推進されるべきものと考えており、保育士のさらなる処遇改善が図られるよう要望しております。 

 

担当 

こども青少年局 企画部 総務課（人事グループ） 

こども青少年局 幼保施策部 保育所運営課 

こども青少年局 幼保施策部 幼保企画課（企画調整グループ） 

こども青少年局 幼保施策部 幼保企画課（認可給付グループ） 

 

重点 

番号 ３．（５）② 

項目 

 

近年、待機児童数は減少傾向（大阪市は 2025年 4月 1日現在で 0人）と言われてい

るが、待機児童に含まれない保留児童・隠れ待機児童数は増加傾向にある。 

また、大阪市の独自施策として昨年 9月から 0〜2歳児保育料の第 2子無償化がスタ

ートしたが、26 年度に第１子を含めた完全無償化を行うとしている。当然ながら保育所の

利用増が想定される。さらに、「こども誰でも通園制度」の本格実施も行われることから、

それらへの対応についても喫緊の課題となっている。 

すべての子どもが希望する保育所等へ入所できるよう、保護者の意向や状況を把握

するとともに、潜在的な待機児童の把握と事業所内保育、家庭的保育や小規模保育な
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どの整備・充実をはかること。 

加えて、医療的ケア児を含む障がいのある児童の受け入れや、兄弟姉妹の同一保育

施設への入所などを積極的に行うこと。また、こうしたきめ細かい対応が可能となるよう、

区保健福祉センターの保育所入所担当の体制充実を行うこと。 

2025 年度を初年度とする「大阪市こども・子育て支援計画」の次期計画がスタートする

が、掲げられた目標達成に向けて、大阪府や関係部局、関係機関との連携を強化すると

ともに、施策の進捗管理や評価を行い、具体的な施策を着実に実施し、子どもを取り巻

く社会問題に対して、効果的な支援を提供すること。 

 

（回答） 

認可保育所や地域型保育事業所の整備にあたっては、直近の利用申込状況等を勘案しつ

つ、保育を必要とする全ての児童の入所枠確保に向けて取組を進めております。 

保育施設等への入所にあたっては、子ども・子育て支援法上、保護者が就労等の保育の必

要性の認定を受ける必要があり、認定の対象となる場合は、本市においては「大阪市保育施設

等の利用調整に関する事務取扱要綱」に基づき、保育の必要性の高い世帯から順に利用調整

を行っています。 

きょうだいが保育施設等を利用中の場合の新規の利用申込みについては、上記要綱におい

て、優先度を高めるため、状況に応じたきめ細かな加点を行うよう規定しているところです。 

障がいのある児童や特別な支援を要する児童においては、受け入れが促進されるよう、民間

保育施設に対して加配保育士等や医療的ケア児対応看護師の人件費にかかる経費や受入れ

に必要となる教材・環境備品の購入にかかる経費を助成してきたところです。また 2024 年度よ

り、民間保育施設での更なる障がい児の受入が促進されるように、医療的ケア児対応看護師の

雇用経費の助成額上限について１日あたり 8時間から 11時間に引き上げるとともに、看護師の

雇用条件を緩和し、医療的ケア児の災害対策に必要な備品の購入費の助成を新設していま

す。さらに、2025 年度から加配保育士等の人件費や教材・環境物品購入にかかる経費の助成

対象児童を拡充し、公立保育所においても同様の対応が可能なよう取り組んでおります。 

また、区保健福祉センターにおける保育所入所担当の体制充実に関しましては、区役所で

のマネジメント事項ではありますが、こども青少年局としては、保育事務を担当する新任担当者

への研修、区における必要経費の配付、又は区からの相談に対する助言や情報提供等をきめ

細かに実施することにより、保育業務の円滑かつ適正な実施を支援しています。 

「大阪市こども・子育て支援計画」については、従前より、１年ごとの振り返りを実施するととも

に、計画期間終了後には 5 年間の振り返りを実施し、施策の進捗管理及び自己評価を行って

まいりました。また、実施状況につきましては、こども・子育て支援会議で説明し、本市ホームペ

ージにおいて公表してまいりました。 

 2025 年 3 月に策定しました「大阪市こども計画」につきましても、引き続き、毎年振り返りを実

施することにより、施策の進捗管理及び自己評価を行い、施策の着実な実施と、効果的な支援

の提供に努めてまいります。 

 

担当 
こども青少年局 幼保施策部 幼保企画課（環境整備グループ） 

こども青少年局 幼保施策部 幼保企画課（幼保利用グループ） 
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こども青少年局 幼保施策部 保育所運営課 

こども青少年局 企画部 企画課 

 

重点 

番号 ３．（５）③ 

項目 

 

病児・病後児保育、延長保育、夜間保育、休日保育等、多様な保育サービス拡充の

ための財政支援を行うこと。 

保護者の意向や状況の把握、多様な保育サービスの実施などに対応できるよう、保育

士、看護師の確保の支援を行うこと。 

必要なサービスが必要とされる市民に適切に届くよう、リスティング広告や SNS による

広報などを活用するなど、市民周知を強化すること。 

病児・病後児保育を利用しようとする保護者がネットによる空き状況の確認や予約が可

能なシステムについて拡充と改善を進めること。 

セーフティネットの観点から、安易な公立保育所や市立幼稚園の削減を行わないこ

と。 

 

（回答） 

病児・病後児保育については、国の要綱により基準額が定められているところですが、本市

においては、基準額の細分化や独自の加算のほか、新規開設における施設改修費等の費用

負担を軽減するため、開設準備経費補助を実施しております。また、事業実施者の賃借料負担

を軽減するため、2024 年度に賃料補助金を創設し、2025 年度には賃料補助金の補助上限額

を月額 15万円から 40万円に引上げております。 

病児・病後児保育にかかる予約システムに関しましても、病児・病後児保育事業の事業実施

者に対し、予約システムの整備に要する経費の一部を補助する病児・病後児保育事業予約シ

ステム整備補助を実施しているほか、施設の空き状況の確認や利用予約等をオンラインででき

る機能を備えた「大阪市子育てサポートアプリ」を 2026 年 4 月リリースに向け開発を進めており

ます。同アプリの開発にあたっては、施設の利用予約のみならず、利用者が必要な情報に簡単

にアクセスできるよう、子育て支援サービスや施設の情報を整理・充実させることで、市民周知

にも努めてまいります。 

今後も、保育内容の充実を図るため、利用実績を基本としつつ安定的運営にも配慮した基準

額や補助となるよう、他の指定都市と連携を図りながら、引き続き国に対して要望してまいりたい

と考えております。 

また、延長保育、夜間保育、休日保育などについては、多様化する保育需要に応じて保育サ

ービスを拡充するため、安心してこどもを生み育てることができる環境の整備を図っており、所要

額の確保や市民周知に努めているところです。 

今後も、保育内容の充実を図るため、利用実績を基本としつつ安定的運営にも配慮した基準

額や補助となるよう、他の指定都市と連携を図りながら、引き続き国に対して要望してまいりたい

と考えております。 

市立幼稚園につきましては、「民間において成立している事業については民間に任せる」とい
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う市政改革の基本的な考え方に基づき、施設や地域の状況を考慮したうえで、休廃止も視野に

入れながら、市立幼稚園の民営化を進めることとしていますが、市立幼稚園としての今日的な役

割についての再検証や、公としての役割を明確化したうえで、個々の園の状況や地域ニーズ等

を踏まえ、今後の進め方についての方針を示し取り組むこととしております。 

公立保育所につきましては、民間において成立している事業については民間に任せることと

する市政改革の方針に基づき、セーフティーネットとしての直営の必要性を考慮しつつ、施設の

状況に応じて、原則民間移管、民間移管が困難な場合は、補完的に委託化を推進することとし

ています。 

また、入所率が低く将来的にも保育需要の増加が見込めない保育所については、待機児童

の発生状況、周辺地域の保育所の入所状況、施設の老朽化の状況、児童の保育環境及び地

域の保育事情・ニーズなどを慎重に勘案し、受入先保育所の確保を条件として、当該公立保育

所の統廃合・休廃止を検討することとしております。 

 

担当 

こども青少年局 子育て支援部 管理課（子育て支援グループ） 

こども青少年局 幼保施策部 幼保企画課（認可給付グループ） 

こども青少年局 幼保施策部 幼保企画課（幼稚園運営企画グループ） 

こども青少年局 幼保施策部 保育所運営課 

 

重点 

番号 ３．（５）④ 

項目 

 

「子どもの貧困」の解消に向け、引き続き、大阪市こどもサポートネットにおける、実効

ある対策と効果の検証を行うとともに、困窮家庭における相談窓口については、必要な

支援が確実に受けられる体制の構築を行うこと。 

就労しているひとり親家庭の保護者に対して支援が確実に届くよう、アウトリーチ型の

支援や、土日祝や夜間の相談体制の充実、行政手続きの簡素化を行うこと。 

「子ども食堂」などのいわゆる「子どもの居場所」については、地域における子どもや子

育て世帯の居場所となるよう、学校・企業・福祉などと連携したネットワークの構築に向

け、大阪市として「子ども食堂」への支援をさらに拡充すること。 

さらに、「住む場所による差」が生じないよう、居場所へのアクセス確保や、居場所の情

報を保護者や子ども・若者が入手できる環境を整備し、情報提供を強化すること。 

 

（回答） 

「大阪市こどもサポートネット」は、実施目的を、「すべてのこどもたちの状況を把握」し、「課題

の解決に向けて必要な支援につなげていく」こととしており、学校におけるこどもの外形的な様

子からの「気づき」を「見える化」して区役所等の福祉制度や支援先の利用など、必要な支援先

につなげる仕組みとなっています。2018年度からモデル７区で実施し、その効果検証を踏まえ、

2020年度から全区展開しています。 

この間、複合的な課題等により対応が難しいケースが多くみられておりますが、粘り強く支援

対象者に対して働きかけ等を行った結果、2020 年度においては、3,858 人の課題がある児童・
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生徒を発見するとともに、そのうち 3,805 人について、アウトリーチを行うことができました。また、

アウトリーチを行ったうち、3,692 人を必要な支援先に繋げることができ、さらに、そのうち 1,567

人については、解決または好転することができました。 

次に、本事業における主な課題ですが、学校と区役所等の協働により、何らかの行政サービ

スや地域資源の利用につながる件数は多い一方、世帯の課題が多岐にわたっていることによ

り、なかなか状況に変化が見られなかったり、課題の認識や制度利用の必要性がなかなか理解

されず、最終的に利用することを拒否する世帯が一定数存在するほか、不登校支援などにおい

ては、児童・生徒の個々の状況が異なることや、こどもたちの気持ちの変化が起こるまでに時間

を要するため、支援等の利用が進まない状況がみられます。 

これらの課題への対応として、何らかの支援につなげた後も潜在的な課題があることをあらか

じめ想定し、更に利用可能な支援先をもれなく提供し利用につなげるとともに、これまで以上に

よりきめ細やかな充実した寄添い型の支援を行ってまいります。 

ひとり親に対する相談支援体制については、各区保健福祉センターにひとり親家庭サポータ

ーを配置し、ひとり親に対する支援施策の案内や相談対応をワンストップで対応できるよう努め

ているところです。 

その対応日・時間については、原則区役所の開庁時間としているところですが、事前に予約

を頂くことで、夜間の対応も行っています。 

また、本市の指定管理施設である「母子父子福祉センター 愛光会館」においても生活相談

や就業相談を実施しており、夜間・土曜日を含めて対応を行っているところです。 

こどもの居場所への支援については、2018年度より、こどもの貧困対策関連事業として、地域

でこどもの貧困などの課題解決に取り組む団体等（以下、「活動団体」といいます。）と活動団体

を支援する意向のある企業等（以下、「支援企業」といいます。）をつなぐネットワークを構築し

て、地域における取組の活性化と、社会全体でこどもを育む機運の醸成を図ることを目的として

「こども支援ネットワーク」を構築し、ネットワークの事務局を担っている大阪市社会福祉協議会

へ運営補助を行っています。 

本事業では、活動団体や支援企業の情報発信、定期的なミーティングによる活動団体・支援

企業相互の情報共有、活動団体の従事者を対象とする研修の実施、支援企業からの物資提供

等による支援の仲介、活動団体でのボランティア活動の仲介、新たな活動団体の開拓・支援等

の取組を行っています。そして、本事業の取組みによる効果が相互に影響を及ぼすことにより、

地域における活動の深化を図ることとしており、こどもの居場所が安定的に運営されるよう支援し

ています。 

2019 年度からは、安心してこどもの居場所の活動に取り組んでいただけるよう「こども支援ネ

ットワーク」に加入された活動団体に対して、こどもの居場所での万一の事故に対応した保険へ

の加入料を本市が全額支援するとともに、2021年度より、本人の不注意によるけがなど、利用者

を対象とした補償内容を拡充してきたところです。 

また、必要な地域にこどもの居場所を充足させることを目的として、2022 年度から、本市が指

定する地域にこどもの居場所を開設する活動団体に対し、開設にかかる備品等の購入経費を

補助する「大阪市こどもの居場所開設支援事業」をモデル実施し、2023 年度以降、全区展開に

よる本格実施を行っています。 

引き続き、活動団体の主体性を大切にしながら、「こども支援ネットワーク」を通じて、こどもの
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居場所が安定的に運営され、安心して活動に参加できるような環境づくり、周知活動に取り組

んでまいります。 

 

担当 
こども青少年局 企画部 企画課（こどもの貧困対策推進グループ） 

こども青少年局 子育て支援部 こども家庭課 

 

重点 

番号 ３．（５）⑤ 

項目 

 

「こども相談センター」の権限強化を国に求めるとともに、複雑かつ重大化の傾向にあ

る児童虐待の相談業務に適切に対応するため、児童福祉司、児童心理司、相談員を増

員し、相談業務を担う職員の専門性を高める研修等を充実させること。 

「こども相談センター」の機能を強化し、児童虐待の予防的取り組みや、介入の徹底な

どに加え、学校など関係先との連携を強化し、早期発見による未然防止に努めること。 

 市民に対しては、「子どもの権利条約」および「こども基本法」の内容・理念を周知し普

及に努めること。 

 さらに「児童虐待防止法」や国民の通告義務の啓発・広報の徹底を図るとともに、児童

虐待防止を呼び掛ける「オレンジリボン運動」について、11 月の「オレンジリボン・児童虐

待防止推進キャンペーン」月間などのタイミングで、現在、実施している啓発活動をさら

に拡大し、未然防止策を講じること。 

 

（回答）※下線部について回答 

こども相談センターでは、従前より児童虐待相談をはじめとする児童相談件数の増加や複雑

化している相談に対応するため、児童福祉司の増員に取り組んでおり、児童虐待対応や法的

対応など相談体制の強化を図ってまいりました。 

児童福祉法の改正により、2016年に児童福祉司の配置基準が明確化されたことなどを受け、

2017 年から計画的な採用を行い児童福祉司・児童心理司の増員に取り組むとともに、資質向

上のための研修を行うなど専門性の強化に取り組んでおります。 

こども基本法については、誰一人取り残すことなく、すべてのこども・若者が身体的・精神的・

社会的に将来にわたって幸せな状態（ウェルビーイング）で生活を送ることができる「こどもまん

なか社会」の実現をめざし、こども政策を総合的に推進することを目的としています。 

本市では、こども基本法に基づく市町村こども計画として位置付けております「大阪市こども

計画」を 2025年 3月に策定し、こども基本法の内容にそって、本市におけるこども・若者や子育

て当事者を対象とした包括的な視野から総合的な支援施策を推進しています。 

また、同法は、こども施策の基本理念のほか、こども等の意見の反映などについて定めてお

り、こども・若者や子育て当事者のみなさんから意見を募集しております「こども・若者の声」の本

市ホームページで、こども基本法についても紹介しております。 

引き続き、「大阪市こども計画」及び「こども・若者の声」の取組の推進及び周知により、こども

基本法の内容や理念の周知・普及につなげてまいります。 

また、秋のこどもまんなか月間を中心に「オレンジリボン・児童虐待防止推進キャンペーン」を
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展開し、様々な民間企業や関係機関における啓発ポスターの掲示・啓発物品の配布、プロスポ

ーツチームとの連携など、児童虐待防止に向けた啓発活動を実施しています。今年度は、ポス

ターの掲示場所や企業との連携を拡充するほか、大阪市のプロスポーツチーム８チームのホー

ムゲームにおける啓発物品の配布など取組を行いました。今年度は新たに車両用ステッカーを

作成し、本市及び連携企業の車両に掲示しております。今後も引き続き、様々な機会をとらえ

た啓発活動に努めてまいります。 

 

担当 

こども青少年局  中央こども相談センター 

こども青少年局 企画部 企画課 

こども青少年局  子育て支援部 管理課（児童支援対策グループ） 

 

重点 

番号 ３．（５）⑤ 

項目 

 

「こども相談センター」の権限強化を国に求めるともに、複雑かつ重大化の傾向にある

児童虐待の相談業務に適切に対応するため、児童福祉司、児童心理司、相談員を増

員し、相談業務を担う職員の専門性を高める研修等を充実させること。 

「こども相談センター」の機能を強化し、児童虐待の予防的取り組みや、介入の徹底

などに加え、学校など関係先との連携を強化し、早期発見による未然防止に努めるこ

と。 

市民に対しては、「子どもの権利条約」および「こども基本法」の内容・理念を周知し普

及に努めること。さらに「児童虐待防止法」や国民の通告義務の啓発・広報の徹底を図

るとともに、児童虐待防止を呼び掛ける「オレンジリボン運動」について、11 月の「オレン

ジリボン・児童虐待防止推進キャンペーン」月間などのタイミングで、現在、実施している

啓発活動をさらに拡大し、未然防止策を講じること。 

 

（回答）※下線部について回答 

人権啓発・相談センターでは、大阪市人権だより「KOKORO ねっと」において、こども基本法

を取り上げ記事掲載しているほか、講演会や研修会などのイベント等の際に展示用にお使いい

ただくことのできる「人権啓発パネル」の貸出を行っており、「児童の権利に関する条約（子ども

の権利条約）」に関するパネルも用意しております。人権啓発パネルは個人・団体等を問わずど

なたでもご使用いただくことができます。 

 

担当 市民局 ダイバーシティ推進室 人権啓発・相談センター 

 

重点 

番号 ３．（５）⑥ 

項目 
 

子どもたちが、教育の機会が奪われ、社会的な孤立に追い込まれないよう、迅速かつ
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的確な社会的・経済的支援を行うこと。 

情報源となる教育現場や地域での啓発活動を強化し、早期発見と認知度向上に取り

組むとともに、福祉、教育、医療など多分野の連携強化に努め、重層的かつ継続的な支

援を行うための体制を整備すること。また、総合相談窓口を設置するなど、具体的な支

援につなげる仕組みづくりを推進すること。 

 

（回答）※下線部について回答 

大阪市では、2021年 5月に副市長をリーダーとする「ヤングケアラー支援に向けたプロジェク

トチーム」を設置し、2021年度からヤングケアラー支援の取組を支援しています。 

プロジェクトチーム会議での議論・検討を踏まえた本格支援策として、ヤングケアラーの相談

環境の充実を図るため、もと当事者等が聞き手となるオンラインサロン、市内に拠点を構えたピ

アサポートを行うとともに、希望に応じて関係機関（区役所等）へ同行する「ヤングケアラーへの

寄り添い型相談支援事業」や日常生活を送るためにヤングケアラーの通訳に頼っている方を対

象に、こどものケア負担を軽減することを目的として通訳者を派遣し、区役所での行政手続き等

に同行して通訳を行う「ヤングケアラー外国語通訳派遣事業」を実施しているほか、子育てに対

して不安や負担を抱えている要保護家庭等やヤングケアラーのいる家庭に訪問支援員を派遣

し、こどもたちのケア負担の軽減など、ヤングケアラー支援を推進しております。 

また、プロジェクトチーム会議での議論をふまえ、一番身近な行政機関である区役所の子育

て支援担当にヤングケアラー相談窓口を設置しました。 

各区においては、ヤングケアラーを含む要保護児童等について、関係機関と連携して最新の

情報を把握、整理し共有を行うとともに、適切な支援となるよう継続的に支援方針の見直しを行

っております。特に虐待が疑われるヤングケアラーについては、要保護児童対策地域協議会だ

けでなく、こども相談センター（児童相談所）と連携を密にするなど、必要な支援を行っていま

す。そのほかにも「大阪市こどもサポートネット」における市立の全小・中学校の児童・生徒を対

象に教職員が行うスクリーニングにヤングケアラーの項目を追加することで、学校現場における

ヤングケアラーを早期発見し支援につなげる取組を行っています。 

2025 年度からは、「大阪市こども計画」において、ヤングケアラー支援をライフステージを通

して対処すべき課題の重点施策に位置付け、施策を進めています 

 

担当 こども青少年局 企画部 企画課（こどもの貧困対策推進グループ） 

 

重点 

番号 ３．（５）⑥ 

項目 

 

子どもたちが、教育の機会が奪われ、社会的な孤立に追い込まれないよう、迅速かつ

的確な社会的・経済的支援を行うこと。 

情報源となる教育現場や地域での啓発活動を強化し、早期発見と認知度向上に取り

組むとともに、福祉、教育、医療など多分野の連携強化に努め、重層的かつ継続的な
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支援を行うための体制を整備すること。また、総合相談窓口を設置するなど、具体的な

支援につなげる仕組みづくりを促進すること。 

 

（回答） 

○「ヤングケアラー」の具体的な事例や概念について 

本市では、ヤングケアラーの支援として、まずは正しい理解と気づきの醸成が必要であるとの

認識のもと、市ホームページや市広報紙でヤングケアラーについての掲載を行う他、ポスター、

リーフレット等を市関連施設等に配布しています。 

また、市作成の啓発動画を区役所や市内商業施設等のデジタルサイネージで放映し、広く

周知・啓発を行っています。 

さらに、2023年9月には、市内在住の中高生に向けた冊子「自分と家族の味方をつくるブッ

ク」を作成し学校に配架するなど、こどもたちにもヤングケアラーの存在や決してひとりで悩み、

抱え込む必要がなく、助けてくれる大人や場所があることを周知しています。2021年11月中旬

から2022年1月上旬の期間に大阪市立中学校生徒を対象とした実態調査の結果を2022年7月

に公表しております。本調査の有効回答率は87.2％(45,268人)と非常に高く、ヤングケアラー存

在割合は、9.1％でした。 

○早期発見が可能な仕組みの構築及び相談体制の強化について 

本市では、副市長をリーダーに区長と関係所属長がメンバーであるヤングケアラー支援にむ

けたプロジェクトチームを設置しており、ヤングケラー支援策の検討を進めおり、会議での議論

をふまえ、一番身近な行政機関である区役所の子育て支援担当にヤングケアラー相談窓口を

設置しました。 

各区が行っている支援のひとつとしては、ヤングケアラーを含む要保護児童等については、

関係機関と連携して最新の情報を把握、整理し共有を行うとともに、適切な支援となるよう支援

方針の見直しを継続的に行っております。特に虐待が疑われるヤングケアラーについては、要

保護児童対策地域協議会だけでなく、こども相談センター（児童相談所）と連携を密にするな

ど、必要な支援を行っています。 

こどもたちが多くの時間を過ごす学校においては、2022 年度に引き続き 2023 年度において

も、教育現場への支援として、スクールカウンセラーを増員し、すべての市立小中学校等に配

置しました。また、児童生徒に配付しているタブレットの相談機能を活用し、学校・家庭・家族の

ことが相談しやすい環境を整備するとともに、スクールソーシャルワーカーを増員配置すること

で、児童生徒のアセスメントを実施し、支援の必要なこどもや家庭を見逃さずに、福祉施策とつ

なげる仕組みを構築しています。 

また、プロジェクトチーム会議での議論・検討を踏まえた本格支援策として、「ヤングケアラー

への寄り添い型相談支援事業」のピアサポートの体制を強化するとともに、外国語対応が必要

な家庭に対する通訳派遣を実施しているほか、子育てに対して不安や負担を抱えている要保

護家庭等やヤングケアラーのいる家庭に訪問支援員を派遣し、こどもたちのケア負担の軽減な

ど、ヤングケアラー支援を推進していきます。 

 

担当 
こども青少年局 企画部 企画課（企画） 

教育委員会事務局 指導部 教育活動支援担当 
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教育委員会事務局 指導部 初等・中学校教育担当 

 

重点・独自 

番号 ３．（５）⑦ 

項目 

 

「児童いきいき放課後事業」については、中心区の児童数の急増などの要因により、

事業の内容に極端な偏在が発生しており、検証と対策が必要。 

地域間の格差を縮小し、事業が充実するよう、予算措置を行うよう要請する。 

 

（回答） 

「児童いきいき放課後事業」については、市内に居住する全ての児童を対象に、市内の市立

小学校全てにおいて、平日の放課後のほか土曜日、夏休みや冬休みなど長期休業日に、児童

の安全・安心な遊び場・居場所を提供しております。  

原則として、児童の安全や学校との連携の観点から、授業の終了後に校外に移動する必要

がないよう通学先の小学校の「いきいき」をご利用いただいています。  

2024～25 年度にかけて再構築に取り組んでおり、今年度からは、事業実施時間について、

各いきいき活動室において延長希望児童が一人でもいる場合は 19 時までの時間延長を行っ

ており、保護者のきめ細やかなニーズに対応できるようにしています。また、今年度より入退室

管理アプリを導入し、業務効率化に加え利用者の安全性・利便性向上に取り組むなど事業の

充実を図っています。 

活動室の狭隘化対策についても取り組んでおり、職員配置基準の見直しによる児童の見守り

体制の確保に加え、「特に狭隘化が深刻な活動室」については新たな活動場所の確保を行っ

ています。 

 今後マンション建設等により利用児童が増加することが見込まれるエリア等では、さらに活動

場所が必要になるものと認識しており、引き続き対策を実施していきます。 

 

担当 こども青少年局 企画部 青少年課（放課後事業グループ） 

 

重点 

番号 ４．（１） 

項目 

 

長時間勤務の是正に向けた取り組みについて、その効果について、検証を行うととも

に、学校における働き方改革をさらに促進すること。 

加えて、給特法等の一部改正により教職調整額が引き上げられ、処遇改善としては一

歩前進と評価できるが、さらなる教育の質の向上と子どもの豊かな学びのため、長時間

労働の是正や教員一律の加算、教職員定数の改善、教職員や支援員等の人材確保と

労働条件の改善を行うこと。 

給特法については、廃止もしくは抜本的な見直しを含め、引き続き国に求めること。 
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（回答） 

時間外勤務の状況につきましては、各学校園が教職員勤務情報システムにおいて把握する

とともに、長時間勤務の解消に向けた意識醸成が図れるよう、管理職に対し、時間外勤務状況

等をまとめた、「時間外勤務実績確認の資料」を毎月送付しています。 

また、2019年度に「学校園における働き方改革推進プラン」（以下「プラン」という）を、2023年

度に第 2 期プランを策定し、スクールサポートスタッフなど専門スタッフの配置や、欠席連絡等

アプリの導入による業務負担の軽減など、様々な取組を進めてきたことで、時間外勤務は着実

に減少しているところです。 

今後は、学校園における働き方の長期的な視点での理想を示した「学校園の働き方ビジョ

ン」を新たに策定するとともに、これまでのプランに代わる具体的な行動計画として「学校園にお

ける働き方改革アクションプラン【2026-2029】」を策定し、引き続き長時間勤務の解消等に努め

てまいります。 

教職調整額の見直しにあたっては、勤務実態に即した処遇改善に関する事項を確実に実施

することを、国へ要望しているところです。 

今後も国の動向を注視しながら、必要に応じて要望してまいります。 

教職員定数については、定数改善を国へ要望していくとともに、今後も各学校の実情・実態を

より精緻に把握し、教職員の適切な配置に努めてまいりたいと考えております。 

 

担当 
教育委員会事務局 教務部 教職員給与・厚生担当 

教育委員会事務局 教務部 教職員人事担当 

 

重点 

番号 ４．（２） 

項目 

 

深刻化する子どもの貧困、虐待、いじめ、不登校、自死等への対策として、スクールカ

ウンセラー（SC）、スクールソーシャルワーカー（SSW）の配置拡充を行い、体制を更に拡

大すること。 

外国にルーツをもつ子どもが取り残されることのないよう、日本語指導が必要な子ども

に対して、必要な支援を行うこと。加えて、進学等で不利益を被らないよう、子どもや保護

者に対して、多言語対応可能な支援体制の整備を行い、適切な情報提供と理解促進を

進めること。 

また、「支援学級」については、支援を要する児童生徒数の増加に伴って支援担当 1

人あたりの受け持ち児童生徒数が年々増加しており、これによって当該児童生徒への支

援の内容に偏在が発生しているとの声もあることから検証と対策を行うこと。 

幼稚園においても同様に、支援を要する幼児や外国籍の幼児が増えている。預かり

保育も含め、対策を行うこと。 

 

（回答）※下線部について回答 

不登校やいじめ等のこどもが抱える問題の早期発見・早期解決を図るため、2009 年度から市

立中学校全校にスクールカウンセラーを配置し、その後、市立小学校への配置も進めてきまし
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た。2022 年度には、ヤングケアラーをはじめとする家庭での悩みについても身近な学校で相談

できるように配置拡充を行い、全市立小中学校にスクールカウンセラーを配置し、2023 年度、

2024年度も引き続き配置拡充を行っています。 

 また、2025 年度にはスクールカウンセラースーパーバイザーを新たに配置し、スクールカウン

セラーの資質向上を図っています。 

市立幼稚園では、2021 年度より教育委員会事務局と連携し、希望する園に対して通訳派遣

を行っております。 

あわせて、全幼稚園に外国語翻訳機を導入するなど、幼稚園現場における母語の違いによ

る課題に対応しております。 

また、一時預かり事業においては、担当の講師を補佐し、支援を要する幼児等を支援する会

計年度任用職員を配置しております。 

今後も引き続き、園の実態に即した対応を検討してまいります。 

 

担当 
こども青少年局  中央こども相談センター（教育相談担当） 

こども青少年局 幼保施策部 幼保企画課（幼稚園運営企画グループ） 

 

重点 

番号 ４.（２） 

項目 

 

深刻化する子どもの貧困、虐待、いじめ、不登校、自死等への対策として、スクールカ

ウンセラー（SC）、スクールソーシャルワーカー（SSW）の配置拡充を行い、体制を更に拡

大すること。 

外国にルーツをもつ子どもが取り残されることのないよう、日本語指導が必要な子ども

に対して、必要な支援を行うこと。加えて、進学等で不利益を被らないよう、子どもや保護

者に対して、多言語対応可能な支援体制の整備を行い、適切な情報提供と理解促進を

進めること。 

また、「支援学級」については、支援を要する児童生徒数の増加に伴って支援担当

１人あたりの受け持ち児童生徒数が年々増加しいており、これによって当該児童生徒へ

の支援の内容に偏在が発生しているとの声もあることから検証と対策を行うこと。 

幼稚園においても同様に、支援を要する幼児や外国籍の幼児が増えている。預かり

保育も含め、対策を行うこと 

 

（回答） 

2020 年度より、全区において「こどもの貧困対策関連事業」のこどもサポートネットを実施して

おります。本事業では、こどもサポートネットスクールソーシャルワーカーを、全市 24区に学校数

に応じて 1名または 2名を区役所へ配置しており、さらに 2023年度より、ヤングケアラーへの支

援を充実させるため、スクールソーシャルワーカーの人数を１名または 2 名増員し、順次、区役

所に配置しております。 

帰国・来日等の子どもへの日本語習得に関する支援については、2020 年度から重点施策で

ある「外国につながる児童生徒の受入れ・共生のための教育推進事業」を開始し、外国から編・
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転入学する子どもへの支援や共生のための教育の推進を図るためのキーステーションとして市

内各教育ブロックに１拠点、合計４拠点に共生支援拠点を設置しました。各拠点には、コーディ

ネーターが常駐し、学校生活に必要な初期の日本語指導を行う日本語指導員や通訳者による

学校での支援、教育相談、学校生活への円滑な接続のための初期教室である「プレクラス」等

を実施しております。また、学習言語の習得を目的とし、指導・支援に取り組む専門の日本語指

導員・母語支援員を活用し、教科における日本語指導に取り組むとともに、2021 年度より、母

語・母文化の保障及び多文化共生教育推進のための事業を実施しております。 

これまで本市がすでに取り組んできた日本語指導体制の充実についても、継承・拡大を図っ

てまいりました。2024 年度、センター校を新たに中学校に１校開設し、計小学校 8 校、中学校 9

校としました。また、2025年度、日本語指導の担当教員配置校を小学校 19校、中学校 9校とし

ております。 

日本語指導が必要な児童生徒の編・転入学の際には、初期対応を行い、児童生徒が日本の

学校生活や学習に適応し、主体的に生活できることを目的に、生活背景、在留国の文化的背

景や学校事情等について保護者や児童生徒から聞き取りを行っております。懇談や教育相談

では通訳者の派遣やリモート通訳を活用し、円滑なコミュニケーションが図れるよう支援しており

ます。 

また、2025 年度からは、AI（機械）翻訳システムを導入し、言葉が通じないことで生じる日々の

学校生活での課題や負担を軽減できよう努めております。 

本市では、これまでより、「共に学び、共に育ち、共に生きる」教育をすすめながら、特別支援

教育に関する実践を積みあげてまいりました。 

今後も、障がいのある児童生徒が達成感を持って充実した時間が過ごせるよう、特別支援学

級における実践等、発達に応じた教育実践をすすめるとともに、教員研修において、特別支援

教育に関する専門性を高め、特別支援学級における実践、通常学級での交流及び共同学習

における実践、また、幼稚園における実践などを蓄積してまいります。 

特別な支援を要する幼児のための人的な対応については、2016 年度より、常勤講師１名を

「支援担当講師」として全園に配置してきました。 

また、2020 年度より、特別な支援を要する幼児の状況や在籍数に応じて、非常勤の「幼稚園

介助サポーター」１名を配置しており、2025年度の配置園数は、週 3日配置が 30園、週 4日配

置が 18園の計 48園となっています。 

加えて、2021 年度より、各園の実情に応じて、常勤講師１名の特別支援加配を行っており、

2025年度の配置園数は、3園となっています。 

2024 年度からは、幼稚園支援加配を新設し、教員の負担軽減に努めており、そのなかで、外

国につながる幼児が増加していることへの課題についても対応しております。 

今後も、各園の実情・実態をより精緻に把握し、関係部局と連携を図りながら、適切な配置に

努めてまいりたいと考えております。 

 

担当 

教育委員会事務局 指導部 教育活動支援担当(人権･国際理解教育) 

教育委員会事務局 指導部 教育活動支援担当(生活指導) 

教育委員会事務局 指導部 インクルーシブ教育推進担当 

教育委員会事務局 教務部 教職員人事担当 
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独自 

番号 ４．（３） 

項目 

 

すべての子どもたちに、教育の機会を保障し、経済的負担の軽減、学習の機会と学

力の底上げが図られるよう対応すること。 

また、不登校児童・生徒等への支援、夜間中学の充実、帰国・来日児童生徒への十

分な対応や、障がいの有無に関係なく、地域の学校に進学し、安心して学ぶことのでき

る条件整備など必要な措置を講じること。 

 

（回答）※下線部について回答 

経済的な理由により子どもを就学させることが困難と認められた保護者に対しましては、従来

より、必要な費用を補助し、児童・生徒の就学の機会の確保を図り、学校教育の円滑な実施に

資するため、学校教育法第 19 条及び学校保健安全法第 24 条に基づき、就学援助制度を実

施しております。 

この間、経済的に困窮していることの公的証明を求めるなど審査の公正化を図る一方、世帯

の収入・所得のみならず、主に生計を維持している方の失業や傷病等による休職等の状況や、

生計を一にする家族のための多額の医療費等、様々な事情をきめ細やかに考慮し、審査を行

っているところでございます。 

厳しい財政状況のもとではありますが、真に援助を必要とする方の就学の機会を確保する

セーフティネットとして、今後とも持続可能な制度として維持できるよう努めてまいります。 

 

担当 教育委員会事務局 学校運営支援センター 事務管理担当 

 

独自 

番号 ４．（４）① 

項目 

 

大阪市においては、学校の統廃合が行われている一方、市内中心部では大規模タワ

ーマンションなどの建設により児童数が急増し、特別教室の転用や校舎の増改築などが

行われるなど学習環境の低下が懸念されている。 

学校校舎の設備面などにより学ぶ機会が制限されることがあってはならず、常に良好

な学習環境が維持できるよう引き続き教育環境の充実に向けて取り組むこと。 

加えて、こうした事態に陥らないよう「教育委員会」としても、都市計画について関係部

局への働きかけなどに取り組むこと。 

 

（回答） 

本市の市内中心部やその周辺区等では、児童・生徒数が急増し、教室不足が見込まれる学

校が増加しいてることから、子どもたちの教育環境を確保するため、教室不足が見込まれる学校

の校舎の増築等を行っています。 

一方で、校地狭隘などの理由により従来の手法による対応を行うことが困難な学校もあります
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ことから、2017 年 5 月に設置した「市内中心部児童急増対策プロジェクトチーム」の議論を踏ま

える等、北区、西区、中央区の小学校において教育環境の整備に努めています。 

なお、都市計画の担当部署へはこのような状況を共有しているところです。 

 

担当 教育委員会事務局 総務部 施設整備課 

 

新規・独自 

番号 ４.（４）② 

 

項目 

 

学校における空調機器の整備について、普通教室では進んでいるが、特別教室や講

堂・体育館への整備は遅れている。教科によっては特別教室の使用も必要なことから、

空調機器の設置が必要である。また、災害時には避難所となる小学校の講堂・体育館へ

の空調機器の設置は、喫緊の課題であり、早急な対応を行うこと。 

 

（回答） 

理科室などの空調設備が未設置の特別教室については、特別教室への空調設備設置を目

的とした事業について、2024 年度中に事業者決定を進めるために入札公告を行ってまいりまし

たが、入札参加者が無かったため 2024 年７月 12 日実施予定の入札自体が中止となっており

ます。当面の取り扱いについては、既設の空調設備更新や校舎建替え工事と同時に特別教室

への空調設備設置を行うこととしております。 

小学校の体育館の空調設備については、2025 年 9 月 8 日に「大阪市立小学校体育館空調

設備整備事業」の事業者が決定しており、このあと事業契約に向けた手続きを経て順次各小学

校への現場設計調査を行い、その後空調設備設置工事を実施する予定となっております。 

 

担当 教育委員会事務局 総務部 施設整備課 

 

独自 

番号 ４.（４）③ 

項目 

 

学校給食については、学校現場、児童・保護者の意見をふまえ、十分な予算措置を

行い、改善を図ること。 

 

（回答） 

学校給食は、１日に必要な栄養素等の約三分の一量が摂取できるように文部科学省の「学

校給食摂取基準」として定められております。本市の学校給食においても、予算確保のうえ、文

部科学省の「学校給食摂取基準」に基づき各栄養素を過不足なく摂取できるよう食品を適切に

組み合わせた献立を作成し、提供しております。 

また、献立作成においては児童生徒の健康の保持増進、衛生、経済及び嗜好を考慮し、本
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市教職員、PTA代表を含む意見聴取をふまえて行っております。 

 

担当 教育委員会事務局 指導部 保健体育担当 

 

新規・独自 

番号 ４.（４）④ 

項目 

 

教育現場における過剰な要求や不当なクレームへの対応が日常化すれば、本来の使

命の遂行は困難となる。教員の職務環境を守り、教育の質を維持するため、大阪市とし

て以下の観点を踏まえた対応を講じること。 

・明確な対応指針の策定と周知 

「モンスターペアレント」に該当する行為の定義や判断基準を明確化すること。 

対応フローを統一し、教員が個別判断で抱え込まない仕組みを整えること。 

・組織的対応体制の強化 

校長・教頭・教育委員会を含む組織的対応を基本として個人対応を行わないこと。 

・法務・心理職などとの連携体制を確立すること。 

・啓発活動の推進 

保護者向けた啓発資料を作成し周知を行うこと。 

地域・PTA・教育委員会などの連携により、関係者を対象とした研修を実施すること。 

 

（回答） 

 大阪市では、2025 年 10 月１日付けで「大阪市職員に対するカスタマーハラスメント対策基本

方針」（以下、「本方針」という。）を策定しております。 

 本方針は、カスタマーハラスメントから職員を守るとともに行政サービスを適切に提供すること

を目的として、大阪市としての基本的な考え方を方針という形で職員に示したものですが、本方

針の具体的な運用等については、学校園特有の事情にそぐわない内容も含まれており、これま

での学校園での対応を一律的に変えるものではないことから、引き続き実情に応じた適切な対

応を周知しているところです。 

 一方で、学校園を取り巻く環境が変化し、一部の保護者からの過剰な苦情や不当な要求など

への対応は、現場の教職員の負担となっております。 

 こうした状況を踏まえ、スクールロイヤー事業を活用した法的・心理的視点での助言やこれま

での事案をもとに対応する際の要点等を示した事例集の配布、課題に応じた研修実施などによ

る学校における課題解決力の向上に取り組むとともに、保護者の過剰な要求など学校だけでは

解決が難しい事案について、教育委員会事務局による助言や保護者等への直接対応等、学校

を支援する新たな仕組みを検討しています。 

 今後、教育委員会内や関係機関との協議を重ね、学校園における課題解決支援、保護者

対応支援について具体的な対策に取り組んでまいります。 

 

担当 教育委員会事務局 総務部 総務課 



35 
 

教育委員会事務局 総務部 教育政策課 

教育委員会事務局 教務部 教職員給与・厚生担当 

教育委員会事務局 指導部 教育活動支援担当（業務調整） 

教育委員会事務局 指導部 教育活動支援担当（生活指導） 

教育委員会事務局 指導部 初等・中学校教育担当（初等・中学校教育） 

教育委員会事務局 指導部 初等・中学校教育担当（第１教育ブロック 

教育委員会事務局 指導部 初等・中学校教育担当（第２教育ブロック） 

教育委員会事務局 指導部 初等・中学校教育担当（第３教育ブロック） 

教育委員会事務局 総務部 初等・中学校教育担当（第４教育ブロック） 

教育委員会 総合教育センター 教育振興担当（基本研修）  

教育委員会 総合教育センター 教育振興担当（専門研修） 

 

独自 

番号 ４.（５） 

項目 

 

小・中学校の統廃合については、一時の人口増減をみるのではなく「街づくり」の長期

的な視点からの判断が必要である。また、校区が広がることにより、通学の安全が担保さ

れるか懸念が残る。加えて、廃校により土地を売却すると人口増加に転じた場合の学習

環境の悪化に繋がる恐れもある。 

さらに、「南海トラフ地震」に対するリスクが高まっている中、避難所となるべき小・中学

校の統合は、防災面でも大きな懸念材料となる。 

条例にもとづく小・中学校の統廃合については、廃止も含めて見直すこと。また、統合

され廃校となった場合でも公共用地として確保し、安易な売却は行わないこと。 

 

（回答）※下線部について回答 

 学校跡地については、地域防災拠点等の機能を永続的に確保する必要がある場合は、売却

ではなく定期借家制度や定期借地制度を適用できることとしています。  

この制度の適用に当たりましては、その学校跡地が所在する区役所において、地域防災拠

点等の機能を継続する必要性を判断し、その上で既存建物や設備等の状況や市場ニーズ、地

域の声も踏まえながら、歳入確保にもつながる最適な学校跡地の活用案を検討していくこととし

ています。 

 

担当 契約管財局 管財部 連絡調査課（財産活用グループ） 

 

独自 

番号 ４．（５） 

項目 

 

小・中学校の統廃合については、一時の人口増減をみるのではなく「街づくり」の長期

的な視点からの判断が必要である。また、校区が広がることにより、通学の安全が担保さ
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れるか懸念が残る。加えて、廃校により土地を売却すると人口増加に転じた場合の学習

環境の悪化に繋がる恐れもある。 

さらに、「南海トラフ地震」に対するリスクが高まっている中、避難所となるべき小・中学

校の統合は、防災面でも大きな懸念材料となる。 

条例にもとづく小・中学校の統廃合については、廃止も含めて見直すこと。また、統合

され廃校となった場合でも公共用地として確保し、安易な売却は行わないこと。 

 

（回答）※下線部について回答 

大阪市では、有識者等で構成する「大阪市学校適正配置審議会（以下「審議会」という。）」か

らの答申をふまえ、子どもたちが将来、社会生活を営むうえで必要な社会性や困難に立ち向か

う力を獲得して成長していくために、学校は一定の集団規模であることが必要なことから、学校

配置の適正化に取り組んでいます。 

今後、さらなる少子化が見込まれるなか、将来を見据え、持続的に良好な教育環境を提供し

ていくため、学校配置の適正化に関係する方々が、児童の教育環境の改善を第一に、適正配

置の着手の基準や進め方について、ルールを共有して取組を進める必要があることから、2020

年4月に「大阪市立学校活性化条例（以下「条例」という。）」を改正施行し、あわせて大阪市立

小学校の適正規模の確保に関する規則を制定しました。 

小学校の配置の適正化に取り組む中で、中学校でも小規模化の進行が見られていたところ、

審議会から2024年3月に中学校の配置の適正化に係る意見書が教育委員会に提出されまし

た。 当該意見書を踏まえ、新たに中学校の適正規模に関する事項を規定するため、2025年4

月に条例を改正しました。 

学校配置の適正化の検討につきましては、ニアイズベターの考え方のもとに、区担当教育次

長である区長のリーダーシップの下、学校再編整備計画を策定、公表のうえ、保護者・地域の

皆さまからご意見を聴くこととしており、教育委員会としましては区役所と連携し、児童の良好な

教育環境の確保及び教育活動の充実に努めてまいります。 

また、本市では小学校は 2 キロメートル、中学校は 3 キロメートル以内を通学距離の基準とし

ており、安全対策については、児童、生徒が安全・安心に登下校できるよう、再編整備計画策

定後に、区担当教育次長が学校適正配置検討会議を立ち上げ、地域、保護者の方のご意見

をお聞きしながら検討します。 

 

担当 教育委員会事務局 総務部 学事課  

 

重点 

番号 ４．（６） 

項目 

 

給付型奨学金制度の対象者や支給金額の拡充を積極的に国に求めること。また、地

元企業に就職した場合の奨学金返済支援制度や、返済が困難な労働者に対する返済

猶予措置の検討など、大阪市独自の返済支援制度を検討すること。さらには、「大阪市

奨学費」の拡充を図ること。 



37 
 

（回答） 

指定都市教育委員会協議会を通じまして、独立行政法人日本学生支援機構の大学生に対

する奨学金事業について、対象者の拡大、給付の増額や一層の事業の充実を求めるとともに、

本市を含む指定都市の奨学事業の拡大を図るための財源措置等を国に対して要望しておりま

す。 

また、本市では、経済的理由のために高等学校、中等教育学校の後期課程又は高等専門学

校への修学が困難な生徒に対し給付型の「大阪市奨学費」を支給しています。 

厳しい財政状況のもとではありますが、今後とも持続可能な制度として維持できるよう努めて

まいります。 

 

担当 教育委員会事務局 学校運営支援センター 事務管理担当 

 

重点 

番号 ４.（７） 

項目 

 

労働教育や労働安全衛生教育を体系的に学べるようカリキュラム化を推進すること。

加えて、教員が労働に関する知識を深め、生徒に適切な指導ができるよう、指導体制を

整備するとともに、労働組合役員や退職者などの経験豊富な外部講師を活用した出前

講座や職場見学・職場体験などを含め、働くことの意義や知識を学ぶ時間を確保するこ

と。併せて、職業訓練校においても、労働教育を推進すること。 

 

（回答）※下線部について回答 

労働教育については、2006 年の教育基本法改正により、第 2 条第 5 号において「職業及び

生活との関連を重視し、勤労を重んずる態度を養うこと」が教育の目標として規定されておりま

す。 

また、学習指導要領総則においても同様の趣旨が示されており、中学校においては、社会

科、技術・家庭科、保健体育科等に加え、総合的な学習の時間や特別活動等において、関連

する内容が位置付けられており、実施しております。 

キャリア教育については、大阪市教育振興基本計画において「児童生徒が将来の夢や希望

を持てるようなキャリア教育の充実を図ることで、自己肯定感・自己有用感の改善に取り組んで

いく」と明記しております。今後社会情勢が大きく、かつ、急速に変容していくことが予測される

中で、子どもが学ぶことと、自己の将来とのつながりを見通しながら、自ら生き方を選択していく

ことができるよう、必要な能力や態度を身に付けることを通じて、社会的・職業的自立を促すこと

が重要であると認識しております。 

各校においては、キャリア教育の全体指導計画、年間指導計画を年度当初に作成し、キャリ

ア・パスポートの活用や、企業や団体、区役所等との連携による職業講話や職業見学、職場体

験学習、各分野で活躍する人材などによる出前授業など体験的な学習を実施しております。 

 本市といたしましては、キャリア教育の推進は大変重要であると認識しております。今後も、子

どもの発達段階に応じた体系的・系統的な教育が各校で進められるよう努めてまいります。 
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担当 教育委員会事務局 指導部 初等・中学校教育担当 

 

独自 

番号 ４．（１２） 

項目 

 

大阪経済は、全体的に回復基調と言われているが、物価高騰の影響による個人消費

の落ち込みや、労働力不足の影響を受けている産業などもあり、今後の見通しは不透明

な状況となっている。一方で、2025年の大阪・関西万博にかかる多額の公費負担もあり、

これらの状況が、大阪市の財政に影響を及ぼすことを危惧している。 

自治体財政の硬直化は、市民生活に直接影響を及ぼすこととなる。こうした影響を最

小限にとどめることは当然であるが、一方で、市民の暮らしの安全や安心のための支出

が滞る事態になっては本末転倒である。 

また、今後の中長期的な財政状況と財政調整基金の現状についても明らかにすること 

また、この間、私たちが市民を対象に行ったアンケートや意見交換会では、「物価高

騰」「実質賃金の低下」「手取りの減少」といった可処分所得の圧迫に関する切実な声が

多く寄せられおり、物価の高騰に対応した施策が求められていることから、積み上がった

財政調整基金をどのように使うのかについて、市民の関心が高まっている。 

生活を支える減税と財政運営の見直しによる「市民生活の安定」と「地域経済の活性

化」にむけた積極的な施策展開を行うこと。 

 

（回答） 

 本市では、収入の範囲内で予算を組むことを原則とするなど、将来世代に負担を先送りする

ことのないよう財政健全化への取組を進めるとともに、限られた財源のもとでの一層の選択と集

中を全市的に進めることとしています。こうした考え方のもと、「市民サービスの充実」、「大阪の

成長」という方向性を基本に、さまざまな施策に取り組むための予算を、2026 年度当初予算に

計上したところです。 

一般会計の予算規模は過去最大の 2 兆 1,882 億円となり、収支については、市税収入の増

があるものの、障がい者自立支援給付費などの扶助費が増加するため、▲52 億円の収支不足

となり、財政調整基金の取崩により対応することとしています。市税収入は、個人市民税や固定

資産税・都市計画税の増などにより、2025年度当初予算と比較すると＋574億円増の 9,105億

円となり、過去最高となる見込みです。 

 なお、物価高騰対応として、「プレミアム付商品券事業」に取り組むこととしています。 

財政調整基金については、2025 年度は当初予算において収支不足が生じていたため、取り

崩す予算を計上していましたが、市税収入の予算からの上振れなどで結果として取り崩しは行

わず、残高は 2025年度末で 3,101億円、2026年度末で 3,098億円の見込みとなっています。 

今後の中長期的な財政状況を「今後の財政収支概算（粗い試算）」により公表しており、2026

年 2月版では、高齢化の進展や障がい福祉サービス利用者の増加等に伴う扶助費の増などに

より、試算期間を通じて収支不足が生じる見込みですが、おおむね前回版並みの基調となって

います。 
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今後の財政運営については、税収・金利・物価動向などの不確定要素が収支に大きな影響

を与える可能性がある中、急激な環境変化にも対応できるよう、たゆみなく市政改革に取り組

み、持続可能な財政構造を構築していく必要があると認識しています。 

 

担当 財政局 財務部 財務課 財務グループ 

 

独自 

番号 ４.（１３） 

項目 

 

区長の権限と責任で、各区・各地域の事情や特性に合った施策・事業が総合的に展

開できるよう、区役所と市役所の他の部署との連携の在り方を見直し、予算・権限・人員

を充実させること。 

2025年度当初予算において、区長（区 CM）編成にかかる予算として約 264億円が計

上されているが、市民からは、「その使途や効果について十分な説明がなされておらず、

どのように使われているのか分からない」との声が多く寄せられている。 

区長（区 CM）編成予算は、地域の課題解決やまちづくりに直結する重要な財源であ

り、その使途が市民に分かりやすく示され、成果が的確に評価されることで、市民の信頼

と参画が促進されることから、以下の点について対応を求める。 

・予算情報の可視化 

・成果評価の導入と公表 

各事業に評価指標を設定し、達成度を公表する。 

・市民参加の拡充 

予算編成段階での市民意見募集を拡充 

提案型予算制度の導入や拡充 

・説明責任の強化 

区長（区 CM）による予算執行報告会の開催など 

 

（回答）※下線部について回答 

本市では、市政改革プラン（2012 年７月策定）で掲げたニア･イズ･ベターの理念のもと、区に

配分された財源と人員の枠の中で、関係局・室の専門的な知識・情報やノウハウを活かしなが

ら、事務事業を執行するため、各区シティ・マネージャー（区 CM）が、関係局・室の長及び職員

を補助組織として指揮監督しています。 

市政改革プランの取組期間終了後も、ニア・イズ・ベターをさらに徹底するため、市政改革プ

ラン 3.1（2022 年 3 月策定）で「区・局の連携の推進」を、次いで「区政がめざす姿」（2023 年 6

月策定）で「区局一丸でのニア・イズ・ベターの推進」を掲げ、局・室に権限のある施策・事業に

ついても、予算面を含め、区長が把握した区民・地域のニーズを反映する取組を行っているほ

か、新・市政改革プラン（2024 年 3 月策定）で「区役所業務の集約化等」を掲げ、区役所におい

て新たなマンパワーを創出して新たなニーズに対応できるよう検討・取組を進める等していま

す。 
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また、ニーズを把握する区政参画の重要なツールのひとつとして各区で開催している区政会

議では、区内の住民に加え、区内の企業等の在勤者や自営業者も含めた広範な方を対象とし

て会議の委員の選定を行うとともに、区の区域内の基礎自治に関する施策等のうち主要なもの

に関して予算に関する事項、実績及び成果の評価等についてご意見をお伺いしており、様々

なチャネルを活用しながら多様なニーズを把握したうえで、区長の総合的な判断のもと、区政運

営を推進しています。 

 

担当 市民局 区政支援室 区行政制度担当  

 

重点 

番号 ５．（１） 

項目 

 

大阪市が取り組んできた「食べ残しあかんで OSAKA」(大阪市食べ残しゼロ推進店舗

登録制度)の登録飲食店舗のさらなる拡大のため、外食産業をはじめとする食品関連事

業者に積極的な働きかけを行うこと。 

 市民に対し、生ごみの減量施策の「使いきり」、「食べきり」、「水きり」の実践による「生ご

み 3 きり運動」や、「食べ残しゼロ」を目的とした「3010 運動」について、インバウンド需要

による外食需要を想定し、さらなる効果的な啓発活動を実施するとともに、「食べきり」「持

ち帰り」を基本とする環境整備を進めること。 

 また、2025 年 5 月 12 日に公正取引委員会が、食品業界の商慣習である「3 分の 1 ル

ール」が独占禁止法上の「優越的地位の濫用」に該当する可能性を指摘したことを受

け、大阪市としても事業者に対する周知を行い、商慣習の見直し（納品期限の緩和、適

正発注等）に向けた取り組みを推進すること。 

現状、個々の取り組みについての認知度は低いと言わざるを得ないことから、産・ 

学とともに多様な団体の連携により、廃棄される農作物・特産品の有効活用策も検討 

すること。 

 

（回答）※下線部について回答 

飲食店舗での食品ロス削減に向けては、「食べ残しあかんでＯＳＡＫＡ」（大阪市食べ残しゼ

ロ推進店舗登録制度）の登録店舗拡大に取り組んでおり、本市ホームページや各種イベントに

おいて周知啓発を行っています。 

また、「食べ切り」「持ち帰り」「3010 運動」等の普及促進のため、関係団体や民間企業との連

携協定に基づいた食品ロス削減の取組に関する啓発や、排出事業者を対象とした講習会にお

いて本市施策の紹介や食品ロス削減に関する啓発を実施する等、事業所から排出される生ご

みの減量を図っています。さらに、本市イベント等でのドギーバッグの配布や、観光案内所等へ

の食品ロス削減啓発外国人向け多言語メッセージカードの配架等、飲食店利用者等に対する

食べ残し削減の普及啓発を実施しています。 

商習慣の見直しに係る啓発については、納品期限の緩和や需要予測の精密化による適正

発注及び在庫管理の徹底等に関する情報を本市ホームページに掲載し、事業者に対して周知
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啓発を行っています。 

今後も食品ロス削減にかかる関係省庁の動向を注視しつつ、食品ロスを削減するための啓発

方法の見直しや環境整備の必要性の検討を行い、効果的な啓発活動に努めてまいります。 

 

担当 環境局 事業部 一般廃棄物指導課 

 

重点 

番号 ５.（１） 

項目 

 

大阪市が取り組んできた「食べ残しあかんで OSAKA」(大阪市食べ残しゼロ推進店舗登

録制度)の登録飲食店舗のさらなる拡大のため、外食産業をはじめとする食品関連事業

者に積極的な働きかけを行うこと。 

 市民に対し、生ごみの減量施策の「使いきり」、「食べきり」、「水きり」の実践による「生ご

み 3 きり運動」や、「食べ残しゼロ」を目的とした「3010 運動」について、インバウンド需要

による外食需要を想定し、さらなる効果的な啓発活動を実施するとともに、「食べきり」「持

ち帰り」を基本とする環境整備を進めること。 

 また、2025 年 5 月 12 日に公正取引委員会が、食品業界の商慣習である「3 分の 1 ル

ール」が独占禁止法上の「優越的地位の濫用」に該当する可能性を指摘したことを受

け、大阪市としても事業者に対する周知を行い、商慣習の見直し（納品期限の緩和、適

正発注等）に向けた取り組みを推進すること。 

現状、個々の取り組みについての認知度は低いと言わざるを得ないことから、産・学とと

もに多様な団体の連携により、廃棄される農作物・特産品の有効活用策も検討すること。 

 

（回答）※下線部について回答 

本市では、生ごみの減量施策として有効である、食材の使いきり、料理の食べきり、生ごみの

水きりを心掛ける「生ごみ３きり運動」等を推進し、食品ロスの削減に取り組んでいます。 

今後も引き続き、本市ホームページをはじめ各種ＳＮＳを活用するとともに、各種イベントにお

いて積極的な情報発信を行い、周知啓発に努めてまいります。 

 

担当 環境局 事業部 家庭ごみ減量課 

 

新規 

番号 ５.（４） 

項目 

 

成年年齢が引き下げられたことにより、知識や経験不足に乗じた悪徳商法などによる

若年層の消費者被害の拡大が強く懸念されている。とりわけ、スマートフォン・タブレット

等の普及に伴い、高額商品の売買やゲームでの高額課金、犯罪行為に抵触する事項

などに関して、小・中学生をも対象とした消費者教育は急務となっている。。 
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学校現場での啓発活動や支援体制の拡充を図ることに加え、保護者とともに学べる教

材の作成や家庭での学習支援の仕組みを整備すること。 

また、公共交通機関におけるトラブルや迷惑行為の増加に対応するため、利用者の

マナー・モラル向上に向けた啓発活動を強化し、「公共交通の安全・安心な利用」につな

がる多様な対策を講じること。 

 

（回答） 

本市では、2022年4月の成年年齢の引き下げや2030年までに達成すべき持続可能な達成

目標(SDGs)など内外の社会情勢に対応し、消費者のさらなる自立を図っていく必要があるた

め、2023年4月に「大阪市消費者教育推進計画」（以下、「推進計画」という。）を策定しました。

推進計画に基づき、幼児期から若者、成人一般、高齢者等ライフステージの各段階において、

必要な最新の知識が得られるよう、消費生活をめぐる社会的状況や本市における消費者からの

相談内容を踏まえながら、消費者教育に取り組んでいるところです。とりわけ、成年年齢が引下

げられたことにより、特に18歳、19歳の若年者の消費者被害の増加が懸念され、若年者への消

費者教育の充実が求められています。学習指導要領の改訂により、学校教育における消費者

教育の内容はさらに充実されており、推進計画では専門的なノウハウを有する消費者センター

が庁内関係所属と連携して教育現場を支援することとしております。具体的な取組みとして、 

・契約のルール、悪質な事業者の手口や拒否方法など、消費者トラブルに対処するための基

本的な知識や情報の習得 

・相談先となる消費者センターや消費者ホットライン「188（いやや！）」の認知度向上・合理的な

意思決定ができる「自立した消費者」の育成などを目的とし、若年者向け啓発冊子や、若年者

に多いトラブルをマンガやクイズで学べるホームページを作成し、家庭でも活用できるよう提供し

ているところです。また、庁内各所属とも連携し、教育現場へ無料で講師を派遣し、消費者トラ

ブル事例とその対処方法、契約の仕組み、エシカル消費などの講座を実施しております。 

今後とも、自立した消費者の育成をめざし、体系的かつ効果的に消費者教育・啓発に取り組

んでまいりたいと考えております。 

 

担当 
市民局 消費者センター  

教育委員会事務局 指導部 初等・中学校教育担当 

 

独自 

番号 ５.（８） 

項目 

 

繁華街の近接エリアなどで害鳥獣（カラス・ネズミ等）による不快な状況が散見されて

いる。とりわけ、カラスによるごみ荒らしや騒音、威嚇行動が市民生活に支障を与えてい

る。特に、ごみ出しルールが徹底されない地域や時間帯において被害が顕著であり、景

観の悪化や衛生環境の低下を招いている。 

市民の安全と環境美化の維持には、効果的なカラス対策とごみ出しルールの周知徹

底が不可欠であり、以下のような対策を検討・実施すること。 

・ごみ出しルールの周知徹底 
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多言語化・イラスト化されたルール冊子の配布 

広報紙、地域回覧板、SNS等を活用した継続的な啓発 

・ルール違反のごみ出しに対する指導の強化 

・防鳥設備の整備・更新 

防鳥ネットの導入に対する助成 

ハトなどへの餌やりに起因するトラブルに関しても、餌やり禁止ルールを徹底し、違反

者への指導を行うなど実効性のある対策に取り組むこと。 

鶴見緑地でのアライグマ、河川でのヌートリアの繁殖なども確認されており、生態系へ

の深刻な影響も懸念される。市民への啓発を行うとともに実効性のある対策に取り組むこ

と。 

 

（回答）※下線部について回答 

アライグマやヌートリアは外来生物のうち「特定外来生物」に指定されており、確認された場合

には、土地管理者等に、生態系等に係る被害を防止するための必要な措置を講ずるよう依頼し

ております。 

特定外来生物への対策については、外来生物法上、国は施策を総合的に策定し実施する

責務を有するとされ、都道府県は定着している特定外来生物の被害の防止のために必要な措

置を講じ、市町村は都道府県の施策に準じて必要な措置を講ずるよう努めることとされており、

大阪市域内においてもその役割分担に基づき、国や府と連携して取組を進めております。 

また、大阪市内の在来種を保全する上で懸念される外来生物の侵入・拡散を防止するため、

行政、環境 NGO／NPO、民間事業者などが連携して、飼っているペットを野外に捨てないなど

市民が普段の生活の中で実施できる行動や外来種被害予防三原則など、外来生物に関する

正しい知識の普及に取り組んでいます。 

 

担当 環境局 環境施策部 環境施策課 

 

独自 

番号 ５.（８） 

項目 

 

繁華街の近接エリアなどで害鳥獣（カラス・ネズミ等）による不快な状況が散見されて

いる。とりわけ、カラスによるごみ荒らしや騒音、威嚇行動が市民生活に支障を与えてい

る。特に、ごみ出しルールが徹底されない地域や時間帯において被害が顕著であり、景

観の悪化や衛生環境の低下を招いている。 

市民の安全と環境美化の維持には、効果的なカラス対策とごみ出しルールの周知徹

底が不可欠であり、以下のような対策を検討・実施すること。 

・ごみ出しルールの周知徹底 

多言語化・イラスト化されたルール冊子の配布 

広報紙、地域回覧板、SNS等を活用した継続的な啓発 

・ルール違反のごみ出しに対する指導の強化 
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・防鳥設備の整備・更新 

防鳥ネットの導入に対する助成 

ハトなどへの餌やりに起因するトラブルに関しても、餌やり禁止ルールを徹底し、違

反者への指導を行うなど実効性のある対策に取り組むこと。 

鶴見緑地でのアライグマ、河川でのヌートリアの繁殖なども確認されており、生態系へ

の深刻な影響も懸念される。市民への啓発を行うとともに実効性のある対策に取り組むこ

と。 

 

（回答）※下線部について回答 

本市では、ごみの収集時間帯（概ね２時間）をホームページやごみ分別促進アプリ「さんあ～

る」でお知らせし、からすによる被害が軽減できるよう、できる限り目安となる収集時間帯の直前

にごみをお出しいただくようお願いしています。 

ごみの出し方が悪く、からすなどにごみが荒らされ散乱しているなどの苦情が寄せられた場合

は、地域を担当する環境事業センター職員が現地確認のうえ、必要に応じて啓発を行うなどの

対応を行っています。 

また、からすによるごみの散乱被害を防止するため、大阪市が収集するごみの持ち出し場所

（概ね 5世帯以上で利用されている場所）に、防鳥用ネットを無償で貸し出しています。 

家庭から排出されるごみについては、①からすのえさとなる生ごみや残飯を減らす。②ネット

などを使用し、からすからごみを遮断する。（ネットをかぶせるだけではからすが隙間からごみを

引き出し、荒らされてしまうこともあるため、ごみ全体を巻き込むようにネットをかける。）③からす

から生ごみなどを見えないようにしてごみを出す。（新聞紙や紙袋などで包んでから中身の見え

る袋に入れて出す。）④からすに狙われる時間を少なくするため、前夜からごみを出さないことな

ど、からす被害に対する対策をホームページを通じて市民の皆様にお願いしているところです。 

これらの対策をまとめたチラシや、ごみの分別方法や出し方を案内するリーフレット「ごみのマ

ナーABC」については、多言語でも作成し、ホームページに掲載しており、引き続き効果的な周

知啓発に努めてまいります。 

また、はとなどへの餌やりについて、「大阪市廃棄物の減量推進及び適正処理並びに生活環

境の清潔保持に関する条例」において、「公共の場所又はその周辺において、はと、からすそ

の他の動物に餌を与えた者は、当該与えた行為により同項に規定する公共の場所に、餌又は

動物のふん尿その他の汚物、毛若しくは羽毛が散乱し、又はふん尿その他の汚物による臭気

が発散しないよう、清掃を行う等の必要な措置を講じなければならない。」と定めています。 

 

担当 環境局  事業部 事業管理課 

 

独自 

番号 ５.（８） 

項目 

 

繁華街の近接エリアなどで害鳥獣（カラス・ネズミ等）による不快な状況が散見されて

いる。とりわけ、カラスによるごみ荒らしや騒音、威嚇行動が市民生活に支障を与えてい
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る。特に、ごみ出しルールが徹底されない地域や時間帯において被害が顕著であり、景

観の悪化や衛生環境の低下を招いている。 

市民の安全と環境美化の維持には、効果的なカラス対策とごみ出しルールの周知徹

底が不可欠であり、以下のような対策を検討・実施すること。 

・ごみ出しルールの周知徹底 

多言語化・イラスト化されたルール冊子の配布 

広報紙、地域回覧板、SNS等を活用した継続的な啓発 

・ルール違反のごみ出しに対する指導の強化 

・防鳥設備の整備・更新 

防鳥ネットの導入に対する助成 

ハトなどへの餌やりに起因するトラブルに関しても、餌やり禁止ルールを徹底し、違反

者への指導を行うなど実効性のある対策に取り組むこと。 

鶴見緑地でのアライグマ、河川でのヌートリアの繁殖なども確認されており、生態系へ

の深刻な影響も懸念される。市民への啓発を行うとともに実効性のある対策に取り組むこ

と。 

 

（回答）※下線部について回答 

カラスは繁殖時期である春から初夏にかけて、巣に近づく人に対し威嚇行動を取ることがある

ため、カラスの習性や被害防止対策の詳細をホームページにおいて紹介するとともに、啓発ポ

スターを作成し、区役所や教育機関において掲示を依頼しています。また、繁華街で発生する

生ごみはカラスの餌となるため、飲食店等事業者の衛生管理の一環として、営業許可証交付時

に、飲食店等事業者に対し啓発リーフレットを配布し、生ごみの適切な管理を促しています。 

ネズミについては、12 月から２月をネズミ防除強調期間とし、ネズミの習性や対策等の詳細を

ホームページにおいて紹介し、市民等への啓発を行うとともに、区役所において捕そかごの貸

し出しを行っています。また、飲食店等事業者に対して衛生教育を行い、環境整備や防除を推

進しています。 

さらに、１月から２月にかけて駅、商店街、店舗等に隣接するグリーンベルト、植え込み等にお

けるネズミの生息状況調査を実施しており、生息が確認された発生源については、その管理者

等に対し防除指導を実施しています。 

 

ハトを含む野生鳥獣への給餌行為につきましては、安易な餌付けにより鳥獣が人の与える食

物に依存するようになることや、人馴れが進むことなど、結果として野生鳥獣による生活環境被

害や農作物等への被害を引き起こす原因となるため、鳥獣への安易な餌付け防止について現

場を確認のうえで、給餌者に対し啓発を行っております。 

 

担当 健康局 生活衛生部生活衛生課 

 

重点 

番号 ６.（６） 
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項目 

 

「南海トラフ地震」のリスクが高まっているなか、共助・自助の視点から、市民が具体的

な災害対策に取り組むよう、積極的・継続的な啓発活動を実施すること。 

IT 化が進む中で、災害時におけるスマートフォンや情報機器の充電環境の整備、お

よび通信障害が発生した際の代替手段（衛星通信、無線機、掲示板など）の確保など、

情報伝達手段の多重化と、通信インフラの非常時対応力を強化すること。 

災害時における避難所について、災害用トイレなどの備蓄・衛生設備を充実し、避難

所の空調設備などの環境整備や災害時の医療・福祉体制の整備を進めること。 

発災時を想定した避難行動、地域住民や事業者とも連携した訓練を行うこと。 

地域防災計画や避難所運営マニュアルの作成、必要な機材の確保、備蓄品の見直し

において、女性の視点を積極的に取り入れること。特に、生理用品の充実や女性用トイ

レの確保（男女比 7:3）など、避難所における衛生・プライバシー環境の整備を進めるこ

と。 

行政区の境界付近の住民に対し、隣接区の避難所の情報などが的確に提供されるこ

とが、緊急時の避難に効率的である。ハザードマップ等には隣接区の情報が記載された

資料作成や広報を行うこと。 

地域の防災リーダーの育成においても、女性の視点を反映させ、女性防災士の育成・

資格取得を促進すること。資格取得に対する助成制度を導入・拡充し、市町村による支

援を後押しすること。 

災害用トイレや簡易ベッドなどの備蓄、避難所の空調設備や衛生設備の整備を進め

るとともに、災害時の医療・福祉体制の強化を図ること。「避難行動要支援者名簿」の定

期的な更新や、福祉避難所の指定を促進するなど、災害弱者の支援強化を行うこと。 

 

（回答）※下線部について回答 

大阪市におけるマンホールトイレは、大阪市地域防災計画に基づき、広域避難場所に順次

整備しております。 

市内の広域避難場所 34 箇所で整備が完了しており、市内全体では合計 1,680 基のマンホ

ールトイレが整備されております。 

 

担当 建設局 下水道部 調整課  

 

重点 

番号 ６.（６） 

項目 

 

「南海トラフ地震」のリスクが高まっているなか、共助・自助の視点から、市民が具体的

な災害対策に取り組むよう、積極的・継続的な啓発活動を実施すること。 

IT 化が進む中で、災害時におけるスマートフォンや情報機器の充電環境の整備、お

よび通信障害が発生した際の代替手段（衛星通信、無線機、掲示板など）の確保など、

情報伝達手段の多重化と、通信インフラの非常時対応力を強化すること。 
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災害時における避難所について、災害用トイレなどの備蓄・衛生設備を充実し、避難

所の空調設備などの環境整備や災害時の医療・福祉体制の整備を進めること。 

発災時を想定した避難行動、地域住民や事業者とも連携した訓練を行うこと。 

地域防災計画や避難所運営マニュアルの作成、必要な機材の確保、備蓄品の見直し

において、女性の視点を積極的に取り入れること。特に、生理用品の充実や女性用トイ

レの確保（男女比 7:3）など、避難所における衛生・プライバシー環境の整備を進めるこ

と。 

行政区の境界付近の住民に対し、隣接区の避難所の情報などが的確に提供されるこ

とが、緊急時の避難に効率的である。ハザードマップ等には隣接区の情報が記載された

資料作成や広報を行うこと。 

地域の防災リーダーの育成においても、女性の視点を反映させ、女性防災士の育成・

資格取得を促進すること。資格取得に対する助成制度を導入・拡充し、市町村による支

援を後押しすること。 

災害用トイレや簡易ベッドなどの備蓄、避難所の空調設備や衛生設備の整備を進め

るとともに、災害時の医療・福祉体制の強化を図ること。「避難行動要支援者名簿」の定

期的な更新や、福祉避難所の指定を促進するなど、災害弱者の支援強化を行うこと。 

 

（回答）※下線部について回答 

 環境局では、災害時において、障がい等で足腰の弱い方や車いすの方も使用できるユニ

バーサル対応の組立式（洋式）災害トイレ（各避難所数分）を、各環境事業センターに配備して

おります。 

組立式（洋式）災害トイレについては、避難所に直接備蓄しておくことが、災害発生時のスム

ーズな設置につながるため、今年度より区役所をはじめとする関係部署と調整のうえ、可能な限

り各避難所等に配置する方針とし、大規模災害への備えを強化しております。 

さらに、民間事業者４社と災害時の仮設トイレ設置協力に関する協定を締結し、大規模災害

時にトイレの不足等がないよう対応を行っております。 

 

担当 環境局 事業部 事業管理課 

 

重点 

番号 ６.（６） 

項目 

 

「南海トラフ地震」のリスクが高まっているなか、共助・自助の視点から、市民が具体的

な災害対策に取り組むよう、積極的・継続的な啓発活動を実施すること。 

IT 化が進む中で、災害時におけるスマートフォンや情報機器の充電環境の整備、お

よび通信障害が発生した際の代替手段（衛星通信、無線機、掲示板など）の確保など、

情報伝達手段の多重化と、通信インフラの非常時対応力を強化すること。 

災害時における避難所について、災害用トイレなどの備蓄・衛生設備を充実し、避難

所の空調設備などの環境整備や災害時の医療・福祉体制の整備を進めること。 
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発災時を想定した避難行動、地域住民や事業者とも連携した訓練を行うこと。 

地域防災計画や避難所運営マニュアルの作成、必要な機材の確保、備蓄品の見直し

において、女性の視点を積極的に取り入れること。特に、生理用品の充実や女性用トイ

レの確保（男女比 7:3）など、避難所における衛生・プライバシー環境の整備を進めるこ

と。 

行政区の境界付近の住民に対し、隣接区の避難所の情報などが的確に提供されるこ

とが、緊急時の避難に効率的である。ハザードマップ等には隣接区の情報が記載された

資料作成や広報を行うこと。 

地域の防災リーダーの育成においても、女性の視点を反映させ、女性防災士の育成・

資格取得を促進すること。資格取得に対する助成制度を導入・拡充し、市町村による支

援を後押しすること。 

災害用トイレや簡易ベッドなどの備蓄、避難所の空調設備や衛生設備の整備を進め

るとともに、災害時の医療・福祉体制の強化を図ること。「避難行動要支援者名簿」の定

期的な更新や、福祉避難所の指定を促進するなど、災害弱者の支援強化を行うこと。 

 

（回答）※下線部について回答 

 日頃の備えから災害発生時の行動などを掲載した「市民防災マニュアル」を作成し、区役所や

市役所等で配布及びホームページでの公開や、各種イベントでの「市民防災リーフレット」の配

布など、地域等による自助・共助の重要性を周知することで市民の防災意識のより一層の向上

につなげるため、継続して広報、啓発を行っております。 

本市では、災害時におけるスマートフォン等の充電環境の整備として、非常用電源としての

発電機能を有する空調機が設置されている中学校以外の避難所にはガスボンベ式発電機を

配備しており、通信障害が発生した場合の通信の代替手段として、町会等の地域へのＭＣＡ

無線機の配付、避難所で避難者がWi-Fiを利用できる環境の整備を行っています。 

 情報伝達手段の多重化、通信インフラの非常時対応力は通信事業者によるところが大きいと

考えられますが、本市としても努めてまいりますのでご理解くださいますようお願いします。 

避難所の災害用トイレ等の備蓄につきましては、「大阪市避難所運営にかかる備蓄計画」に

基づき、大阪府と連携して確保を進めており、簡易トイレ（排便処理セットを含む。）をはじめ、災

害時に何らかの支援が必要な方々への備蓄として簡易ベッド等も各避難所に備蓄し、大規模

災害に備えています。 

猛暑時の大規模災害においては、避難が長期化した場合における高齢者等の要配慮者の

二次被害を防止するセーフティネットの観点から避難所生活の環境確保を図るため、そして、

平時での教育現場における熱中症対策という観点においても効果的であることから、2020 年

度から 2022年度までの間に、災害時避難所に指定されている全 127市立中学校の体育館へ

の空調機設置工事を完了しました。なお、2024 年能登半島地震を踏まえ、避難所となる小学

校の体育館への空調機整備に向けた取り組みを、現在教育委員会事務局において実施して

おり、2025 年 9 月 8 日に「大阪市立小学校体育館空調設備整備事業」の事業者が決定し、こ

のあと事業契約に向けた手続きを経て順次各小学校への現場設計調査を行い、その後空調

設備設置工事を実施する予定となっています。 

 訓練につきましては、各区において地域の実情に応じて実施しております。 
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ニーズの違いに配慮した避難所の運営が行えるよう避難所運営には女性をはじめ多様なメ

ンバーを含めることついて、「避難所開設・運営ガイドライン」に定め周知を図っています。 

本市の地域防災計画の修正にあたっては、市民の皆様から御意見をいただくためにパブリ

ック・コメントを実施するほか、多様な視点での御意見を頂くことを目的に防災関係機関のほか

女性団体代表等の委員で構成した「大阪市防災会議」で審議しています。 

女性の視点を取り入れた必要な機材の確保及び備蓄品の見直しにつきましては、内閣府男

女共同参画局が定めているガイドライン等を参考に、「大阪市避難所運営にかかる備蓄計画」

を策定しております。生理用品につきましても、本計画に基づき、想定避難所避難者の必要数

分を備蓄しております。また、「避難所開設・運営ガイドライン」において、女性用トイレを男性１

に対し女性 3の数量で設置することとしているなど、衛生・プライバシー環境を整備しています。 

 本市のハザードマップは各区単位で作成しておりますが、住民（境界付近）の方が市内全区

分のハザードマップをご確認いただけるよう、大阪市ホームページや大阪防災アプリ等に掲載

しております。引き続き周知していくよう努めてまいります。 

大阪公立大学で実施している「防災士養成講座」への協力及びホームページでの広報を実

施するなど、当該講座への受講を促す際に、地域防災のリーダー的役割を担える女性防災士

を育成していくため、女性への積極的な受講の呼びかけを行っております。 

避難行動要支援者支援につきましては、各区役所・各施設を所管する関係局と連携しなが

ら、避難行動要支援者名簿の年 2回更新及び福祉避難所の確保に取り組んでおります。 

 指定福祉避難所の指定数は 2025年 11月 21日時点で 311施設になります。 

 

担当 

危機管理室 危機管理課（減災対策グループ）  

危機管理室 危機管理課（防災 ICTグループ）  

危機管理室 危機管理課（防災企画グループ）  

危機管理室 危機管理課（防災計画グループ）  

 

重点 

番号 ６.（８）① 

項目 

 

予測不可能な風水害が頻繁に起こり、予想以上の被害が発生している。災害の未然防止のための

斜面崩壊、堤防決壊等への対策が非常に重要であることから、すでに整備済みであっても、危険度が

高いとみられる地域の未然防止の観点からも日頃の点検や対策を講じること。 

大阪市内といえども地域ごとで実態は様々であり、地域の状況に合わせたきめ細かいサポートが

必要であることから、区の防災担当の機能強化を行うこと。 

 

（回答）※下線部について回答 

本市は、低平地に広がる水害に弱い地形であり、上町台地を境に、東側の寝屋川流域にお

ける洪水対策と、西側の西大阪地域における津波・高潮対策に取り組んできました。 

 寝屋川流域では、かねてより府及び本市を含む流域市が連携し、河川や下水道の整備を進

めると共に流域における保水・遊水機能を人工的に取り戻そうという考え方に基づき総合治水

対策を進めています。 
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 西大阪地域では、過去の高潮被害をきっかけとして、既に堤防の嵩上げや水門が整備されて

おり、地震・津波対策についても堤防や水門の耐震・液状化対策を進めています。 

 維持管理については、2021 年度に更新した「河川管理施設維持管理計画（個別施設計画）」

に基づき、日常点検や定期点検、河川管理者と水防管理者で実施する水防踏査の結果を踏ま

えて、河川施設の機能低下が生じないように、河道の浚渫、除草、損傷個所の補修や更新など

を実施し、河川施設の適切な機能保持を行っています。 

 

担当 建設局 道路河川部 河川課 

重点 

番号 ６.（８）① 

項目 

 

予測不可能な風水害が頻繁に起こり、予想以上の被害が発生している。災害の未然防止のための

斜面崩壊、堤防決壊等への対策が非常に重要であることから、すでに整備済みであっても、危険度が

高いとみられる地域の未然防止の観点からも日頃の点検や対策を講じること。 

大阪市内といえども地域ごとで実態は様々であり、地域の状況に合わせたきめ細かいサポートが

必要であることから、区の防災担当の機能強化を行うこと。 

 

（回答）※下線部について回答 

本市では、国土交通省港湾局の「海岸保全施設維持管理マニュアル」（2020 年 6 月）等に基

づき、堤防・護岸等の点検診断を実施し、著しく性能が低下した箇所については国に報告を行

うとともに、市民の安全・安心の確保の観点から、施設の補修を計画的に行うなど予防保全に努

めています。 

また、日常点検については、本市職員が定期的に巡視点検を行い、軽微な破損等を発見し

た場合は直ちに補修を行っています。 

 

担当 大阪港湾局 施設管理部 海務課（防災保安） 

 

重点 

番号 ６.（８）① 

項目 

 

予測不可能な風水害が頻繁に起こり、想定以上の被害が発生している。災害の未然

防止のための斜面崩壊、堤防決壊等への対策が非常に重要であることから、すでに整備

済みであっても、危険度が高いとみられる地域における未然防止の観点から日頃の点検

や対策を講じること。 

大阪市内といえども地域ごとで実態は様々であり、地域の状況に合わせたきめ細かい

サポートが必要であることから、区の防災担当の機能強化を行うこと。 

 

（回答）※下線部について回答 
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 各区の防災担当の機能強化につきましては、各区役所防災担当者との定期的な連絡会や

市役所内のポータルサイトにおいて、各区の防災に関する取り組みや課題、要配慮者利用施

設の避難確保計画等の情報を共有するなど、引き続き機能強化を図ってまいります。 

 

担当 危機管理室 危機管理課（減災対策グループ） 

 

重点 

番号 ６.（８）② 

項目 

 

大規模災害が発生した場合に備えて「自助」「共助」「公助」の役割分担を正しく意識

するためにも、日頃からの防災意識を高め、継続的な広報・啓発活動が必要である。 

外国人居住者の増加に伴い、言語や文化の違いによる情報格差が災害時の避難行

動に影響を及ぼす可能性があることから、「おおさか防災アプリ」などの多言語対応機能

を活用し、継続的な周知と利用促進を図ること。さらに、災害発生時における避難情報

や避難所の案内が確実に伝わるよう、ピクトグラムや視覚的な情報提供を強化すること。 

ハザードマップの内容が誰にとっても分かりやすい内容となっているかを点検し、必要

に応じて改善を図ること。 区境の住民は、当該居住区の避難所より、隣接区の最寄りの

避難所が近い場合もあることから、隣接区の情報が記載されたハザードマップなどの資

料作成、広報を行うこと。 

 大規模災害発生時に市民が適切な避難行動をとれるよう、事業活動の休止基準や外

出抑制の判断基準について、企業・団体と連携しながら周知・理解促進を図ること。 

女性や子育て世帯、高齢者、障がい者など、災害時に特に配慮が必要な人々に対し

ては、避難行動や避難所生活における困難さを軽減するための情報提供や訓練を平時

から実施すること。 

 

（回答） 

本市では、日頃の備えから災害発生時の行動などを掲載した「市民防災マニュアル」を作成

し、区役所や市役所等で配布及びホームページで公開しています。また、各区の広報誌におけ

る区防災マップの掲載や各種イベントでの防災啓発の実施など、継続して広報、啓発を行って

おります。 

日頃の備えから災害発生時の行動などを掲載した「市民防災マニュアル」を作成し、区役所

や市役所等で配布及びホームページでの公開や、各種イベントでの「市民防災リーフレット」の

配布など、地域等による自助・共助の重要性を周知することで市民の防災意識のより一層の向

上につなげるため、継続して広報、啓発を行っております。 

また、洪水や津波等の水害による浸水想定や津波避難ビルや災害時避難所等の位置を掲

載した「水害ハザードマップ」を作成し、区役所や市役所等で配布及びホームページで公開し

ています。「マップナビおおさか」や「大阪防災アプリ」でも「水害ハザードマップ」と同様の情報

を掲載しており、住所を入力することで、近隣の津波避難ビルや災害時避難所等をご確認いた

だくことができます。 
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「大阪防災アプリ」については、「英語」「中国語（簡体語・繁体語）」「韓国語」に加えて「やさし

い日本語」での情報発信を行っており、外国語版の啓発用チラシの作成や防災イベントなど、

様々な機会を捉え、継続的な周知と利用促進を図ります。 

本市では、災害時避難所や広域避難場所等に表示板を設置しています。表示は避難所や

広域避難所がひと目でわかるよう標準化された防災ピクトグラムの使用や、日本語だけでなく外

国語での表示もしております。 

 本市のハザードマップは各区単位で作成しておりますが、住民（境界付近）の方が市内全区

分のハザードマップをご確認いただけるよう、大阪市ホームページや大阪防災アプリ等に掲載

しております。引き続き周知していくよう努めてまいります。 

大阪府では、広域的な大規模災害が発生、もしくは迫っていることを知らせ、学校や仕事な

どの日常生活の状態（モード）から災害時の状態（モード）への意識の切り替えを呼びかける

「災害モード宣言」を導入し、制度に関するチラシを作成しております。大阪市においても、ホー

ムページを作成する等、市民周知を進めております。なお、大阪府が災害モードを宣言した場

合、本市は災害対応に係る広報内容とあわせて、大阪府から出された「災害モード宣言」の内

容を市民の方々にお伝えします。 

 大規模災害の発生直後など、安全な場所への避難が必要な場合においては、行政の支援体

制が整うまでに時間を要することから、要配慮者の避難支援は自主防災組織等、地域住民によ

る支え合いがもっとも重要となります。そのため、自主防災組織など地域においては、日頃から

要配慮者の情報を把握し、災害時には迅速な避難支援等が行えるよう取組みを進めていただ

いております。引き続き、自主防災組織による要配慮者の避難支援の取組みに支援を行ってま

いります。特に配慮が必要な人々に対しての情報提供として、「市民防災マニュアル」にて平時

からの備えや発災時の避難行動等について、「避難所開設・運営ガイドライン」にて避難所生

活における必要な配慮や対応についてそれぞれ示し、周知を図っております。訓練につきまし

ては、日頃から避難行動要支援者をはじめとしたより多くの住民参加のもとに実践的な防災訓

練を地域ぐるみで実施することを「大阪市避難行動要支援者避難支援計画（全体計画）」に定

め、各区において地域の実情に応じた取組を行っております。 

 

担当 

危機管理室 危機管理課（庶務グループ） 

危機管理室 危機管理課（防災計画グループ）  

危機管理室 危機管理課（減災対策グループ） 

 

新規 

番号 ６.（１１） 

項目 

 

空き家対策の推進 

大阪市においては、空家等対策特別措置法に基づき、2021 年度から 2025 年度を計

画期間とする「大阪市空家等対策計画（第 2 期）」により、空家等対策に取り組まれてい

るが、依然として「特定空き家」（そのまま放置すると倒壊や衛生上の問題、景観を損なう

など、周辺の生活環境に悪影響を及ぼす恐れのある空き家）が、全市で 820件（2023年

3月末）存在しており、老朽化住宅が集中するエリアでは、防災上のリスクが高まっている
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ことから、以下の内容について検討・対応を行うこと。 

・特定空き家対策の迅速化 

・所有者不明物件に対する財産管理制度・略式代執行の活用 

・利活用促進と制度周知の強化 

・空家バンク、改修補助、防災空地活用など既存制度をまとめた「ガイドブック」の作成、

配布。 

・空家活用事例（子ども食堂、高齢者サロン、創業スペース等）を可視化し、情報発信。 

・商店街活性化との連動事業の拡充。 

・地域・民間との連携推進 

・区民参加型の空き家マッチングイベントなどや相談会の定期開催。 

・街づくり資源としての積極活用 

・空き家・空き地を活用した公共空間（まちかど広場、防災拠点、コミュニティカフェ等）整

備の推進。 

・若者・子育て世帯・起業希望者向け低家賃住宅や店舗への転用支援。 

・福祉・子育て・地域交流など複合的機能を持つリノベーション事業への優先補助。 

 

（回答） 

本市においては、大阪市空家等対策計画に基づき、区役所を拠点として地域の方々や専

門家団体等と連携を図りながら、空家等対策の取組を進めています。 

令和７年度は「大阪市空家等対策計画（第２期）」の計画期間の最終年度であることから、こ

れまでの取組の評価を行うとともに、空家等対策のより一層の充実を図るため、令和８年度から

令和 12 年度を計画期間とする「大阪市空家等対策計画（第３期）」（以下「第３期計画」とい

う。）の策定に取り組んでおります。 

第３期計画では、第１期計画から掲げている「３つの方針」（※）を継承しながら、「専門家団

体等との連携強化と成果の蓄積」や「空家法以外の法令に基づく対応の推進」を新たに取組

の方向性として追加することで、管理不全空家等及び特定空家等（以下「特定空家等」とい

う。）に対する対応の迅速化を図り、特定空家等の増加抑制に努めることとしております。な

お、今回、対応・検討を求められているそれぞれの項目についても、同計画における具体的な

取組に含まれており、引き続き地域や専門家団体等と連携しながら空家等対策を推進してま

いります。 

（※）３つの方針 

方針１．区役所を拠点として、地域や専門家団体等と多様な連携を図り、空家等対策 

に取り組む。 

方針２．安全・安心なまちづくりの観点から、特定空家等対策を重点課題として取り 

組む。 

方針３．空き家の活用を促進し、地域の活性化やまちの魅力向上に繋げる。 

 

担当 

区長会議 まちづくり・にぎわい・環境部会 空家等対策検討会事務局 

東住吉区役所総務課 

市民局区政支援室区業務改革担当 
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計画調整局建築指導部建築企画課 

都市整備局企画部住宅政策課住宅政策グループ 

 

新規 

番号 ６.（１２） 

項目 

 

大阪市は、2025 年 1 月 27 日から「大阪市路上喫煙の防止に関する条例」を改正し、

路上喫煙禁止区域を市内全域に拡大するとともに、規制対象に加熱式たばこを追加し

た。 

路上喫煙防止条例の全域化は、生活環境改善の一歩ではあるが、その実効性を高

めるには、違反防止策と利用可能な喫煙所の確保を両立させることが不可欠である。大

阪市は、市民・事業者・観光客が安心して利用できる分煙環境を整備し、喫煙者・非喫

煙者双方の権利と健康を守る都市環境づくりを進めるべきである。そうした観点から以下

の点について検討・対応を行うこと。 

制定した条例の実効性の向上を図るため、違反行為の発生状況や過料徴収実績を

定期的に公表することや、駅前・繁華街など違反多発区域での巡回指導員配置や警告

表示の強化、観光客に向けた多言語表示や視覚的サインの拡充などを検討・実施する

こと。 

公衆喫煙所の計画的整備については、市が主体となり、駅周辺・繁華街・観光地・公

園など公共性の高い場所に、市指定喫煙所を計画的に設置すること。また、喫煙所の立

地計画にあたっては、地域住民、施設管理者、民間事業者、健康福祉の専門家、喫煙

者代表等が参画する協議体を設置し、現場の実情を踏まえた整備方針を策定すること。 

喫煙所については、設置費用だけでなく、清掃・消臭・設備更新等の維持管理費に

対する補助制度の創設を検討すること。とりわけ、民間設置喫煙所に対する市の技術

的・財政的支援を拡充し、継続運営を支えること。 

市内全喫煙所の位置情報を、公式サイトや観光案内アプリ等で多言語対応し提供す

るとともに、喫煙所への案内標識や路面表示を設置し、違反抑止と利用促進を両立させ

ること。 

 

（回答） 

路上喫煙に対する啓発・指導については、大阪市職員である路上喫煙防止指導員・補助員

が市内各地を巡回し、特に、駅周辺やビジネス街などの人通り多い場所や広聴が寄せられた場

所を重点的に行っており、条例違反を現認した場合には啓発・指導を行ったうえで過料 1000円

を徴収し、過料処分の件数を行政区ごと本市ホームページにて公表しております。また、道路

照明柱に多言語で表示した路上喫煙禁止啓発表示幕を設置するほか、公園等において路面

表示シートの設置を予定しています。 

民間事業者に対する支援としては、無償で一般に開放され、誰もが利用できる「大阪市指定

喫煙所」として新たに喫煙所を設置する際に、設置経費・維持管理経費を対象とする補助制度

を 2023年度より実施しております。 

喫煙所の位置情報等については、大阪市指定喫煙所や、大阪市指定喫煙所以外で、関係
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法令等を遵守した喫煙が可能な場所（飲食店や商業施設など）である情報提供喫煙所の位置

情報を本市ホームページ（機械翻訳対応）や本市地図情報サイト「マップナビおおさか」内の

「喫煙所マップ」に掲載しております。また、道路照明柱に設置している路上喫煙禁止啓発表示

幕にはスマートフォン等で読み取ることで本市ホームページにアクセス可能な二次元コードを掲

載しております。 

市内の喫煙可能な場所については、2025 年 11 月１日時点で、民間事業者の協力もいただ

きながら、大阪市指定喫煙所を 351 ヶ所・274地点、情報提供喫煙所を 53 ヶ所・53地点確保し

ております。一方で、喫煙所をさらに多く設置してほしいとのご意見が多く寄せられていることか

ら、改正条例施行後の路上喫煙の実態を確認し、対策の優先度が高いエリアを確認するため、

改正条例施行後の路上喫煙の実態把握・検証を行い、2025年 9月には「対策の優先度が高い

エリア」63 エリアを選定し、「中間とりまとめ」を公表しました。2025 年 12 月末に公表予定の「最

終とりまとめ」に向けて、大阪・関西万博の閉幕後の動向を確認したうえで、「対策の優先度が高

いエリア」63エリアの具体的な対策について検討していきます。 

今後の取り組みに向けて、当検証の結果を踏まえ、引き続き学識経験者や地域の代表など

の外部の有識者で構成する大阪市路上喫煙対策委員会において意見を聴収するとともに、地

域の実情に精通した区とも連携しつつ、分煙環境の整備をはじめとする必要な対策に取り組ん

でまいりたいと考えております。 

 

担当 環境局 事業部 事業管理課（路上喫煙対策担当） 

 

新規 

番号 ６.（１３） 

項目 

 

大阪市は、2024 年度を始期とする「大阪市未来都市創生総合戦略」を策定し、「エリ

ア別のまちづくりの方向性」を示した。しかし、その内容は「大阪のまちづくりグランドデザ

イン」や「都市再生緊急整備地域」に位置付けられているエリアごとの施策紹介にとどま

り、市全体を俯瞰した包括的な「都市計画」とは言い難い状況である。 

大阪市として、住民目線に立った総合的な街づくりの「都市計画マスタープラン」を早

急に策定することが求められており、住民をはじめ多様なステークホルダーとの連携・協

働を基盤とし、魅力あるまちづくり計画となるよう策定を進めること。 

 

（回答） 

本市では、本市全域を対象に、中長期的視点に立った都市の将来像を明確にするとともに、

その実現に向けて広域的観点から都市計画の基本的な方向性を示す「都市計画区域の整備、

開発及び保全の方針（いわゆる「都市計画区域マスタープラン」）」を 2020 年 10 月に改定して

おります。 

その改定にあたりましては、素案の段階でパブリック・コメントを実施し、有益な意見について

は必要な反映を行うとともに、都市計画法に基づき、案の縦覧を経て、都市計画審議会に諮っ

たうえで改定しております。 
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また、本方針では、「国際競争に打ち勝つ強い都市の形成」や「多様な魅力と風格ある都市

の創造」など、魅力あるまちづくりに向けた目標を掲げるとともに、その実現にあたっては、住民

をはじめとした多様な主体との連携・協働による都市づくりを推進することとしております。 

 

担当 計画調整局 計画部 都市計画課（地域担当） 

 

独自 

番号 ６.（１４） 

項目 

 

・城東区・鶴見区：JR学研都市線 

・住吉区：南海高野線 

 鉄道路線は非常に重要な公共インフラであるが、地平を走る区間については、踏切に

よる交通渋滞の発生など、市民生活に悪影響も与えている。こうした状況を改善するた

めには立体交差事業の着実な進展が必要である。 

現在、大阪市内においては東淀川区の淡路駅を中心に立体交差事業が行われてい

るが、私たちが市民を対象に行ったアンケートや意見交換会では、いまだ事業化されて

いない、JR 学研都市線の京橋駅や放出駅近傍や、住吉区を走る南海高野線について

立体交差事業を実現してほしいとの要望が多く寄せられている。 

大阪市としてこれらの区間の立体交差化に向けた昨年度から検討状況の進捗などにつ

いて明らかにし、早急に事業化を行うこと。 

 

（回答） 

連続立体交差事業を実施する場合、事業着手に至るまでに、国や鉄道事業者と協議・調整

を行いながら、事業計画や事業効果等に関する調査・検討を行う必要があります。 

京橋駅付近における JR 学研都市線の立体交差事業については、「JR 片町線・東西線連続

立体交差事業」として、2000 年度に国の着工準備採択を受け、調査・検討を進めておりました

が、本市の厳しい財政状況等を踏まえ、2014 年度に建設事業評価有識者会議の審議を経て、

事業を休止した経過があります。 

しかしながら、近年は、京橋駅周辺における民間開発やまちづくりの機運が高まってきてお

り、2025年 5月に「大阪城公園周辺地域まちづくり方針」が策定され、この方針には本事業が基

盤整備の一つとして位置づけられています。また、本事業は、同年 5月に建設事業評価有識者

会議を実施し、有識者から“予算の範囲内で着実に継続実施するもの”として妥当であるとの意

見を聴取したところであり、来年度から事業化に向けて設計・検討を進めていく予定です。 

また、住吉区内における南海高野線の立体交差事業については、国の着工準備採択を受け

る必要がありますので、立体交差化にあたって近接する上町断層帯の影響について考慮する

必要があり、2024年度においては、必要となる地質調査分析を行いました。 

なお、大阪市では限られた財源の中で、施策の選択と集中を行う方針のもと、現在、「阪急電

鉄京都線千里線連続立体交差事業」及び「福町十三線立体交差事業」の高架化整備を実施し

ているとともに、「JR 片町線・東西線連続立体交差事業」及び南海高野線の立体交差事業の検
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討を進めているところであり、放出駅付近の道路と鉄道の立体交差化については、現時点にお

いて計画はございません。 

JR片町線・東西線や南海高野線も含め、鉄道の立体交差化の実施には、多額の事業費を要

し、また事業期間も長期に渡ることから、現在取り組みを進めている立体交差事業の進捗状況

を見極めつつ、継続して調査・検討を進めてまいります。 

 

担当 建設局 道路河川部 街路課（鉄道交差担当） 

 

新規・独自 

番号 ６.（１５） 

項目 

 

2025 年 4 月〜10 月の期間で開催されてきた「2025 大阪・関西万博」は、市民生活や

経済、都市環境に大きな影響を与える国際的イベントである。その成果を一過性のもの

とせず、開催終了後も市民や地域が恩恵を享受できる「レガシー」として残すためには、

万博関連施設やインフラ、人的ネットワークを持続的に活用する計画の策定と実行が不

可欠である。大阪市として、万博終了後の具体的な活用戦略を早期に示すこと。また、

地域経済やまちづくり、環境・文化振興に結びつけるため、以下の内容について要請す

る。 

・跡地活用の明確化と市民参画 

万博終了後の夢洲利用方針を早期に公表し、市民・地域事業者・専門家を交えた

協議体で計画を策定すること。その際には、交通・防災・環境・経済の各視点を統合し

たマスタープランとすること。 

「大屋根リング」について、北東部分およそ 200 メートルを残したうえで、周辺を市営

公園として整備するとの事だが、多額の経費が発生することが想定されており、新たな

市民負担とならないよう対応すること。 

・地域経済への長期波及策 

万博で得られた観光のノウハウを活かし、国際イベント誘致や地域産品の販路拡大

に結びつけること。 

・環境技術・SDGs取組の定着 

万博で実証された脱炭素・循環型社会モデルを市内の公共施設・民間事業所に普

及させること。会場周辺やアクセス路の環境美化・緑化を継続し、市民参加型の環境

活動と結びつけること。 

・文化・交流の継承 

万博で形成された国際的な人的ネットワークや文化イベントを継続開催する仕組み

を構築すること。 

学校教育・生涯学習の中に万博の成果を組み込み、次世代への継承を図ること。 

 

（回答） なし 

担当 文書回答無し（団体側と調整済み） 
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独自 

番号 ６.（１６） 

項目 

 

大阪市においては、都市環境の向上や景観形成、防災・環境保全の観点からも、計

画的かつ持続可能な都市緑化の推進が求められる。近年、街路樹の大規模な伐採が進

められており、その結果として都市の魅力や市民の愛着が損なわれることが懸念される。 

大阪市が緑の豊かな街であり続けるためには、住民目線に立った都市緑化の方向性

を明確化し、広く市民に周知する必要がある。 

こうした必要性から、大阪市として、良好な都市環境の実現に向け、これまで以上に都

市緑化を推進し、街路樹や公園樹木の適切な維持管理と、市民との協働による緑の保

全に取り組むこと。 

 

（回答）※下線部について回答 

 大阪市では、これまで確保してきたみどりのストックや、市民、事業者、行政の多様な主体が築

き上げてきたパートナーシップを活かしながら、「一人ひとりが輝くみどりのまちづくり」を実現さ

せることをめざして、2025年 11月に大阪市緑の基本計画＜2026＞を策定しました。 

本計画では、都市におけるみどりは、都市災害の軽減や自然環境の形成、都市環境の改善

など、多様な機能を有していることから、高密度に都市化された大阪市においても、さまざまな

社会課題に対応するため、みどりが持つ多様な機能を最大化させる必要があるとしております。 

 具体的な取組としては、みどりのまちづくりを先導するリーディングプロジェクトの一つとして、よ

り充実したみどりを多くの方に実感していただけるよう、１本１本の樹冠を大きくし緑陰を増やす

など、緑量の充実にも取り組むこととしており、個々のリーディングプロジェクトの取組を進めて行

く中で、これまで以上にみどりの「質」と「量」の向上に努めることとしております。 

また、本計画の根幹に関わる本市の街路樹・公園樹の維持管理を、中長期的な視点で計

画的に進めていくため、本計画とあわせて、「大阪市街路樹・公園樹マネジメント戦略」を策定

しました。今後は、本戦略に基づき、街路樹・公園樹を健全に育成し、樹木が本来持つ機能を

十分に発揮させるよう維持管理に取り組むとともに、地域の住民や事業者の皆様とともに、樹

木を育んでいけるよう、市民や事業者等との連携を推進し、健全で活力ある街路樹・公園樹の

育成をめざしてまいります。 

なお、本計画の策定に際しては、「みどりのまちづくり審議会」へ諮問し、有識者や経済界、

市民団体、市会議員など、市民を代表する委員の皆様にご参加いただき検討を進めるととも

に、審議会の内容につきましても、本市のホームページでの随時公開や Web 傍聴の試行実

施など、審議の過程を広く市民の皆様にご覧いただけるように努めております。 

 

担当 
建設局 公園緑化部 調整課 

建設局 公園緑化部 緑化課 

 

 

独自 
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番号 ６.（１７） 

項目 

 

大阪市内には市立斎場が 5 か所設置されているが、必要とする市民が長期間の待

機を強いられることのないよう、安定的かつ持続可能な運営体制の確保と、計画的な施

設整備・設備更新を着実に進めること。 

特に、老朽化が著しい施設については「大阪市立斎場整備事業基本構想」に基づ

き、火葬炉や待合施設、告別室等の更新・改善を早期に実施すること。 

併せて、省エネルギー型火葬炉の導入やバリアフリー化、プライバシーへの配慮、予

約・運営システムの改善など、市民の利便性と快適性の向上を図ること。 

（回答） 

本市では、施設の老朽化と年々増加する火葬件数に対応するため、今後の市立斎場の中長

期的な整備計画である「大阪市立斎場整備事業基本構想」を 2021 年 6 月に策定し、各斎場の

整備及び検討を進めています。 

現在、大阪市立小林斎場（大正区）を稼働しながら現地建替を進めており、火葬炉を現在の

10 基から 14 基へ増設し、新型の火葬炉や遺族のプライバシーを確保するための告別・収骨

室等を新たに導入するなど、利用者の利便性と快適性の向上を図るとともに環境負荷を減ら

すこととしており、2028年の供用開始を予定しています。また、その他の斎場についても、順次

整備を行っていく計画としています。 

 

担当 環境局 総務部 施設管理課（斎場霊園担当） 

 


